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JICA 国別分析ペーパー（JICA Country Analysis Paper）は JICAによって各国を

開発の観点から分析したペーパーであり、開発援助機関として当該国への有効な

協力を検討・実施するにあたって活用することを意図している。また、日本政府

は外交政策等の観点を含めて総合的な検討を行い、「国別開発協力方針」等の援助

政策を立案するが、本ペーパーはそれに際して開発面からの情報を提供するもの

である。なお、当該国への実際の協力内容・実施案件は、日本政府の方針、各年

度の予算規模や事業を取り巻く状況等に応じて検討・決定される。 
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第１章 マラウイ国の現状  

 

１－１ 政治・経済状況 

１－１－１ 一般情報（地理・気候・人口・人口動態・民族・言語） 

（１） 地理・気候 

 
 

マラウイはアフリカ南部に位置し、タンザニア、モザンビーク、ザンビアの 3 か

国に囲まれた内陸国。国土面積は 118,484km2と、本州の半分程度の面積である。南

北 850km に対して東西 150km と国土は南北に細長い地形となっている。アフリカ

で 3 番目の大きさのマラウイ湖の面積は 24,404 km2と国土の約 20%を占めており、

比較的水資源に恵まれているといえる。標高は大地溝帯に形成された湖周辺を除き、

1000-2000m の高地である。 

熱帯サバンナ気候であり、雨季と乾季に分けることができる。雨季は 12 月～4 月

上旬頃であり、気温が高く、降雨量は多いため蒸し暑い日が続き、乾季は 4 月下旬

～12 月頃であり、高地であることも相まって冷涼な気候および晴天が続く。年間降

雨量は 1000mm 程である。 

（２）人口・人口動態 

総人口は約 17.6 百万人（2017 年、国連）である。2010 年から 2015 年の間の人

口増加率は年間平均 3%を記録し、10 年間で 35%の増加となった。人口密度は周辺

国と比較しても、197.5 人/ m2 と高い（サブサハラ・アフリカ平均 46.7 人/m2、ザ

ンビア 23.0 人/m2、モザンビーク 37.7 人/m2）1。人口の年齢別構成比 18 歳未満の

若年層が人口の 54%を占めており2将来の労働力である若年層をいかに産業人材とし

て育成し、雇用の増加を促して、経済発展に結び付けられるかが課題である。（雇用

については 1－3－1 貧困削減 「雇用、失業率」参照。） 

                                            
1 United Nation Population Division, “World Population Prospects”, 2017 
2  同上 
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特に都市部の人口は増加の傾向にあり、首都リロングウェは 1975年に旧都ゾンバ

から遷都して以降、急速に人口が増加し、人口増加率は全国平均の 3.0%を上回る

4.3%を記録した。2008 年度の国勢調査では、マラウイ最大の商業都市ブランタイ

ヤ（南部）の人口を抜いて 674,448人となった（Statistical Yearbook 2016）。地方部

居住者の人口の割合は 84.7%（マラウイ国勢調、2008 年）であり、都市との格差が

拡大しないよう地方部への社会的サービスの充足に配慮する必要がある。 

（３）民族・言語・宗教 

旧宗主国の影響で、公用語は英語とチェワ語である。マラウイ人の多くは、中部

地域の 90%を占めるチェワ族（Chewa）、南部のニャンジャ族（Nyanja）、北部のト

ゥンブカ族（Tumbuka）、南北部・南中部のンゴニ族（Ngoni）、そして南東部国境

付近に住むイスラム教徒のヤオ族（Yao）に分けられる。かつて 15～17 世紀にかけ

てマラビ帝国が隆盛し、現在のマラウイ、ザンビア、モザンビークに及ぶ広い地域

が統治されていた。19 世紀になり奴隷貿易が盛んになるとアラブ商人の指示の下、

ヤオ族がチェワ族を奴隷として輸出していた。ヤオ族はアラブ商人との交易を通じ

イスラム教の影響を受けた他、稲作を伝授されたともいわれる。また南部からはン

ゴニ族の侵略を受け、多くのチェワ族が虐殺された歴史をもつ。しかしながら、民

族間の対立、内紛は 1964年の独立以来、発生しておらず、国内に民族対立が顕在化

する目立った兆候は見受けられない。 

宗教はキリスト教が 82.7%、イスラム教が 13%を占める。キリスト教は各地域で

土着の宗教と融合したものも多く、流派は数多くある一方、村落部では呪術信仰が

根強く、近代医学によらない呪医（ウィッチ・ドクター）による治療も依然として

行われている。 

 

１－１－２ 政治・経済状況 

（１） 内政 

1964 年の独立以来、内戦やクーデター等の大きな混乱は経験しておらず、安定し

ている。マラウイではアフリカ諸国で見られる伝統的な社会構造である「新家産制

（neo-patrimonialism）」3と呼ばれる統治が行われてきた。また、独立後、カムズ・

バンダの長期政権を経て 1993年から複数政党制に移行している。三権分立が定めら

れているが、政治権力が集中しやすい体制から各機関が役割を十分果たせていると

は言えず、また国家監査局や反汚職機関等、監視機能を持つ組織も予算不足等によ

り本来の機能を発揮できていない。司法は比較的政治から独立しているとされてい

るが、政治家に対する司法調査等が行われることは少ない。2013 年に表面化した政

府高官による大規模な公金横領事件4（以下、キャッシュ・ゲート事件）は、大きな

                                            
3  新家産制とは、支配者が国家の公的財産や権益を独占・私物化し、公的財産の配分もリーダーへの政治的支持

に基づいて配分されるような統治体制である。 
4 キャッシュ・ゲート事件：2013 年 9 月に発覚したマラウイにおける過去最大の大規模汚職事件。架空の商品や

サービスの調達を行うと見せかけて多額の資金を引き出していたとされ、政府高官のみならず民間企業や銀行、

その他個人等も関わっていたとされている。2014 年に発表された会計検査機関の調査結果によると、使途不明

金は約 48 百万ドルにのぼったとされている。不正資金利用の原因となったとされる Integrated Financial 

Management Information System （IFMIS：統合財政管理情報システム）は、架空の調達に係る支払を政府口座

から送金し、取引に係る情報を事後に IFMIS から削除することができたとされ、後に大量の削除された取引情報

が見つかっている。キャッシュ・ゲート事件を受け、当時マラウイ政府予算の約40%を占めていたドナーの財政

支援は相次いで凍結され、今なおマラウイの開発に影響を及ぼしている。2018 年現在も公共財政管理（PFM）

に係る改革が多くのドナー協力のもと進められているが、ドナーからの信頼回復に至っているとは言い難い状況
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経済損失をもたらした。 

（２） 外交政策 

外交政策の基本方針は全方位的な平和外交の推進、非同盟運動への参加、地域間

協力の推進である。旧宗主国イギリスから三権分立や司法制度、教育制度を受け継

いでおり、イギリスはマラウイへの経済協力実績最大の国である。マラウイは英連

邦加盟国の一つであり、独立後も両国の関係は強い。南アフリカ共和国への出稼ぎ

労働者からの送金等、経済的関係の維持を重視しており、南アフリカ共和国との関

係も深い。アパルトヘイト時代も南アフリカ共和国との外交を継続した唯一のアフ

リカ国家である。以前台湾と国交を結んでいたが、2000 年以降、中華人民共和国が

アフリカ各国と国交樹立をしていく中、2008 年 1 月に台湾と断交し中国と国交を樹

立した。以来、マラウイは中国から多額の援助を受けている。 

（３）行政機構 

行政機構は未熟で特にガバナンス面での課題は多い。行政機構は、中央政府と地

方政府に分けることができ、中央政府は 19 省庁で構成される。1994 年の複数政党

制導入以降、マラウイは近隣諸国と同様、民主化促進の一環として地方分権化に取

り組んでおり、地域のニーズに応えた社会・経済開発を可能とするため、1995 年に

憲法第 46 条にて地方自治体の設置を規定した。これを基に地方分権化政策の策定

および権限、機能、責任、財源の委譲を盛り込んだ地方自治法が 1998 年に制定さ

れ、以降、42 の地方自治体が構成されている。内訳は、28 の県政府（District 

Assembly）、14 の特定都市政府（4 City Assembly + 2 Municipal Assembly + 8 Town 

Assembly）である。 

図 1-1 マラウイの行政機構 

 
分権化政策策定後も、予算・人員の地方委譲はほとんど進んでいない。地方分権

化政策では、基本的に県（District）に権限が委譲されているが、実際は各省庁が個

別に県事務所及び中央の出先機関（Division 等）を設置しており、さらには省庁毎

に管轄系統が異なることから、行政サービスの遂行が複雑になっている。各省庁の

県事務所は、県議会（District Council）に位置づけられることとなっているが、実

際は、人事・予算の多くを中央省庁が所掌しており、中央・出先機関と地方との実

際的な機能分担が明確になっておらず、県レベルへの人員配置・予算配賦も非常に

小規模である。現在、教育、保健、農業の 3 つのセクターについては、県レベル以

下の行政に係る人員配置・予算管理（教師や医師・看護師等を含む公務員の給与管

理等）の責任を県が負うよう改革が進められている（別紙図 1-1 参照）。 

 

                                            
である。 
 

District

Area / TA

Group Village

Village

District Assembly
District Executive Committee

Area Development Committee
Area Executive Committee

Village Development Committee
Village Executive Committee

行政組織としての実体を持つ

一部行政組織としての

実体を持つ
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１－１－３ マクロ経済概況 

（１）基本指標 

一人当たり GNI は 320USD（世界銀行、2016 年）と、サブサハラ・アフリカ 54

か国の中でも最貧国に位置付けられ、世界銀行の分類で「低所得国」に分類される。

GDP 成長率は 2.5%（世界銀行、2016 年）であり、相対的に高い人口増加率の影響

も受け、一人当たり GNI、GDP 年平均成長率ともに成長著しい近隣国で最も低い水

準に留まっている（表 1-1 を参照）。 

名目 GDP は約 54 億 USD（世界銀行、2016 年）であり、この 20 年間に約 1.4 倍

に増加した。1995年～2015年の実質GDP平均成長率は1.5%（世界銀行）であり、

サブサハラ・アフリカ非資源国平均の 2.67%と比較しても、成長率がかなり低い。

ただし、近年のGDP平均成長率は 5.9%（世界銀行、2006～2015年平均）と好調で

あった一方で、2016 年には 2.5%と急激に落ち込むなど、変動が激しい（図 1-2 を

参照）。同国経済は実質 GDP の 3 割を占める農業、5 割強を占めるサービス業が牽

引している経済であり、農業については天候に影響を受けやすい天水農業が主流で

あることから、旱魃等の影響で経済成長が大きく変動するといった脆弱性を有して

いる。2015～2016年に大規模な洪水と旱魃が発生し、農業生産に悪影響を及ぼした

ことが経済成長停滞の背景として挙げられる。また、2016 年は、停電と断水の頻発

により、製造業セクターが打撃を受けたものの5、2017 年には、天候も安定して農

業生産も回復したため、GDP 成長率は約 4.5%となった。2018 年においては、タバ

コ・小麦・綿花を除く全ての主要農産物の産業成長率は 4%（工業が 3.5%、サービ

ス業が 5.8%）であり、サービス業に次いで、農業の成長率が高いと予想される（図

1-3 を参照）。 

 

表 1-1 一人当たり GNI および GDP 成長率の近隣国との比較（2016 年） 

  
GNI per capita,  
Atlas method 

 (current US$, 2016) 

GDP growth (annual %) 
2016 

マラウイ 320 2.5 

モザンビーク 1,190 3.8 

タンザニア 900 7.0 

ザンビア 1,360 3.6 

 
 
  

                                            
5 World Bank, Malawi Economic Monitor “Land for Inclusive Development”, November 2017 

出典： World Bank Data, 2011 
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図 1-2 一人当たり実質 GDP 成長率の低所得諸国平均との比較（1964-2015 年） 

 
出典： World Bank “From Falling Behind to Catching Up” A Country Economic Memorandum for Malawi, 2018, p.7. 

 

図 1-3 GDP 成長率と生産部門別の動向6 

 
 

実質 GDP7成長率を要因分解すると表 1-2 の通り。2011～15 年の平均成長率

3.82%のうち、労働力の増加によるものが 2.03%、技術進歩など全要素生産性の増

加によるものが 1.55%なのに対し、資本の増加によるものはわずか 0.24%しかなく、

                                            
6 同上、6 頁より引用。 
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低成長の要因となっている。 

 

表 1-2  生産面から見た実質 GDP 寄与度(%) 

 
出典: World Bank “From Falling  Behind to Catching Up” A Country Economic Memorandum for Malawi, 2018, p.12. 

 

インフレ率（消費者物価指数：CPI）の推移（2013-2017 年）は図 1-4 の通りであ

る。旱魃及び拡張的な財政政策により歴史的に同国のインフレ率は高い。クワチャ

の 49%平価切下げとそれに伴う為替ルート制度の自由化を行った 2012 年以降、イ

ンフレ率は急激に上がり、20%以上を推移するようになった。2017 年にはインフレ

率は 1 ケタ台に落ち着き、9.8%であったが、これは 2015 年、2016 年の旱魃・洪水

の結果、深刻なメイズ不足により政府がメイズの輸出を禁じたため、一時的に国内

のメイズのインフレ率が 5.1%まで下落したことによるものである。また、クワチャ

の対米ドル価格が安定したこと、2017 年 3 月以降、石油の平均価格が下落したこと

も、非食料品価格のインフレ率の低下の要因である。ただし、2017 年 9 月には、非

食料品価格のインフレ率が 11.6%と、また 2 ケタ台に戻っており、非食品の高イン

フレ率を是正するためには、中央銀行の金融政策のみでは限界があり、経済の構造

変革が求められていることを示している8。  

                                            
8 World Bank, Malawi Economic Monitor “Land for Inclusive Development”, November 2017 
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図 1-4 インフレ率の推移（2013-17 年）

 

（２）財政・予算 

財政規律の弱さが近年のマクロ経済不安定化の最大の要因とされている。キャッ

シュ・ゲート事件を受けて財政支援が凍結して以降、マラウイ政府は大幅な財政赤

字・公的債務の増加に苦しむようになった。各種債務に係る利息等の支払い、公務

員の給与、農業投入財補助金制度（FISP：Farm Input Subsidy Program ）に代表さ

れる農業補助政策等の支出増加も、政府の財政を悪化させている要因である。こう

した財政赤字を国内借入で賄おうとした結果、インフレ率の上昇を招き、民間セク

ターの投資を遠ざけたといわれている 9。 その後、財政赤字は GDP の 6.1%

（2015/2016）から 4.8%（2016/2017）まで歳入改善により赤字幅が減少した。歳

入が改善した主な理由は税収に係るシステム導入による国内税収の改善や、2017 年

5 月の世銀による財政支援再開等が挙げられる10（別紙 図 1-2 参照）。 

マラウイ政府の近年の財政の内訳は別紙表 1-2 を参照。経常支出が自主財源を上

回っているが、近年は IMF や世銀といったドナーからの政策提言によって、経常支

出を抑えながら、援助資金を含む開発予算の拡大と効率的活用を基本とする規律あ

る財政運営を指向している11。 

 

（３）為替 

2012 年の変動相場制の導入以降、対ドルマラウイクワチャ安が進行、インフレ率

も上昇し、2013 年 2 月には 37.90％に達し、マラウイ経済や市民生活に大きな打撃

を与えた。近年は落ち着きを見せ、2017 年 11 月には 7.70％と一桁代まで下がって

いる。（World Economic Outlook Database, IMF 2017）合わせて対米ドル為替レー

トも 2016 年 8 月以降 1 米ドルに対して平均 729 マラウイクワチャで安定してい

る。 

 

                                            
9 World Bank, Malawi Economic Monitor “Absorbing shocks, building resilience”, May 2016 
10 World Bank, Malawi Economic Monitor “Land for Inclusive Development”, November 2017 
11 IMF, World Economic Outlook, 2017 
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（４）国際収支 

マラウイの国際収支は主要な輸出産品が農産品であり、天候悪化や害虫被害といっ

た外生的ショックに脆弱な構造にあるため、外貨準備高をバッファーとして保有す

ることが重要な課題となっていた。近年は IMF の ECF プログラムや世銀の財政支

援を通じての外部融資により回復傾向にあり、外貨準備高は 2017 年第 3 四半期に

は輸入の 3.6 か月まで安定して増加しており12（Malawi Economic Monitor, World 

Bank 2017）2021 年までには 3.8 カ月まで改善すると IMF は予想している13。IMF

は先述の通り外部融資の増加を理由に経常収支赤字の GDP 比については改善する

と予想している（2018 年に▲2.1％、2019 年には▲0.2、2020 年には 1.1％、2021

年には 1.4％、2022 年には 2.5％、2023 年には 2.7％と改善すると予想14）。 

 

１－２ 産業の動向 

１－２－１ 産業・貿易構造 

国民の約 80%が農業従事者であり、農業が国内 GDP 全体の約 28%を占める基幹

産業である。外貨獲得のための主要輸出品目は、タバコ、砂糖、茶、ナッツ類、豆

類であり約 80%が一次農産品であるが、農産物価格は、天候や国際市況に大きく左

右され不安定。一方で主要輸入品目は、食料品、石油製品、肥料、消費財等であ

り、内陸国であるために、輸入に係る輸送コストが大きな割合を占めるため、産業

と貿易発展を促進する上で大きな障壁となっている。輸入が輸出を上回り、恒常的

に貿易赤字（約 10 億米ドル～約 15 億米ドル）となっており、貿易赤字改善に向け

国家輸出戦略や Buy Malawi Strategy（大統領のイニシアティブでマラウイ製品・サ

ービスの購買運動）を打ち出している。

 
出典：マラウイ経済報告書 2017 

 

                                            
12 JCAP 骨子策定時点では、外貨準備高が 6.05 億 USD（2016 年末）であったが、本文策定時（2018 年 6 月現

在）の入手可能な最新データによれば、外貨準備高は増加した。 
13 IMF, Article IV Consultation, May 2018. http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/05/09/Malawi-2018-
Article-IV-Consultation-and-Request-for-a-Three-Year-Arrangement-Under-the-45863 
14 IMF, Article IV Consultation, May 2018. http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/05/09/Malawi-2018-
Article-IV-Consultation-and-Request-for-a-Three-Year-Arrangement-Under-the-45863 

農業（林業・水産

含む）

28%

卸売り

・小売

16%

製造

9%

不動産

8%

金融・保険

5%

情報通信

4%

建設

3%

輸送・貯蔵

3%

その他

24%

図1-5 分野別対GDPの内訳(2016年)
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出典：UNCTAD 

 

１－２－２ 投資・ビジネス 

1980-2017 年の投資率および貯蓄率は別紙図 1-4 の通り。債務救済前は国内貯蓄

率も低く、投資率も低かったが、2000 年代半ばに財政の健全化が進み、政府による

国内借入が減少し、クラウディングアウト15が改善することで民間投資が増加した

こと、2006 年に HIPC イニシアティブと MDRI の Completion point に達し、債務削

減が行われ、政府サイドでの投資も増加し、グラントも増加したことで、国内貯蓄

率、投資率とも上昇基調にあった。しかし、変動相場制に移行した 2012 年以降、

インフレ等を誘引し再び近隣国の中で最低水準となった。 

世銀 Doing Business Index 2018 では、信用付与、工事許可、国際貿易、倒産解決

におけるパフォーマンスが評価されたことにより、前年の 133 位から 110 位と大き

く順位を上げ（ザンビア 82 位、モザンビーク 138 位、タンザニア 137 位）、近隣国

の中で最低水準であった状況から改善が見られているが、依然としてビジネス環境

の改善が必要であり、特に 2016年から悪化している不安定な電力供給が、さらなる

投資の拡大を図る上で阻害要因となっている。World Economic Forum が発行した

「The Global Competitiveness Report 2017-2018」 ではビジネス上の問題点にかか

る調査では「汚職」、「金融アクセス」、「税率」、「インフレ」、「インフラ」の順に問

題点が挙げられ、137 か国中 132 位と評価されている。 

マラウイのビジネスにおける課題として、成人の口座所持率が 16％、モバイル口

座所持率は 4%であり、サブサハラ・アフリカ平均の 34%および 12%と比較すると

低いことが挙げられている。所持率は低いながらも、近年マラウイでも普及をはじ

めた金融包摂（Financial Inclusion）性を高めるモバイルバンキングが、農業振興に

寄与する可能性が期待されている16。 

 
 
 
 
 

                                            
15 政府が国債の大量発行、減税などで、公共事業の拡充などの財政政策を行った場合に、実質利子率の上昇を招

き、結果民間の資金調達が圧迫される現象をいう。出典：野村證券, 証券用語解説集、June 2018 

https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ku/a01850.html.  
16 IMF, Article IV Councultation, May 2018, http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/05/09/Malawi-
Selected-Issues-45864 
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図 1-6 貿易額の推移 

https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ku/a01850.html
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１－３ 貧困削減・SDGs の達成状況 

１－３－１ 貧困削減 

ジニ係数は以下の通り（National Statistical Office, IHS2）。都市における不平等度

が比較的高いが、2005～2011 年の間に格差はそれほど広がっていないことが分かる

（別紙表 1-5 参照）。 

地方別貧困分布では、首都リロングウェ周辺の貧困ギャップが小さく、最北・最

南部の貧困ギャップが大きいといえる。近隣国との交易取引が盛んである一方、中

央からのサービスが届きにくいため、地方の開発が遅れている。 

失業率の全国平均は 6.3%であるが、地域別に見た場合、都市失業率が 12.6%と高

い。都市へ人口流入が増加する一方、雇用は追いついておらず、不法居住区が都市

に形成される一因となっている。年齢別に見た場合、15-24 歳の若年層の失業率が

8%（都市 20.4%、地方 6.7%）と最も高くなっている17（別紙表 1-6 参照）。 

 

１－３－２ MDGs、SDGs の取り組み状況 

2000 年に打ち出された国連ミレニアム開発目標（Millennium Development 

Goals：MDGs）における 8 つの目標（①極度の貧困と飢餓の撲滅、②初等教育の完

全普及の達成、③ジェンダー平等推進と女性の地位向上、④乳幼児死亡率の削減、

⑤妊産婦の健康の改善、⑥HIV／AIDS・マラリア・その他の疾病の蔓延の防止、⑦

環境の持続可能性確保、⑧開発のためのグローバルなパートナーシップの推進 ）に

関して、国連がまとめたマラウイの進捗状況は別紙表 1-7 の通り。目標②、④、⑥、

⑧を完全もしくはほぼ達成。目標①に関しては改善傾向にあるものの、数値の悪さ

が際立っている状況である。 

また 2015 年に打ち出された持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals: SDGs）に関連する取り組みについて、第 3 次国家開発成長計画

（MGDSIII）の達成指標に SDGs が使われており、MGDSIII と SDGs の達成状況を

合わせて報告こととしている。外部機関による SDGs のパフォーマンス評価は図 1-

7 の通り。       

                                            
17 Republic of Malawi, “Integrated House Hold Survey III 2010-2011” 
http://siteresources.worldbank.org/INTLSMS/Resources/3358986-1233781970982/5800988-
1271185595871/IHS3_Report.pdf 
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図 1-7  SDG Index and Dashboards Country Profiles18

 

 

第２章 マラウイ国の開発政策・計画  

 

２－１ VISION2020 の概要 

1964 年の独立以来、短・中期の国家開発は 10 ヵ年開発政策（Statement of 

Development Policies: DEVPOL）を指針として実施されてきた。1980 年初めまでは

平均 6%の好調な経済成長率を維持したものの、その後、世界的経済危機やアフリカ

地域の自然災害・政治的混乱等により経済成長は停滞し、様々な経済・社会問題が

深刻化した。 

こうした状況下、長期的ビジョンの必要性が議論され、2000 年、国家開発目標及

びその達成に必要な政策・戦略を示した「長期国家開発計画（Vision 2020）」を定

めた。この Vision 2020 では以下の通り宣言している。 

 

 「2020 年までにマラウイは、安全・民主的に成熟した・持続可能な環境そして自
信を持った国として、すべての民が平等な機会を得て活発に参加し、社会サービス
を享受し、活気ある文化的宗教的価値を有し、技術力に牽引された中所得国にな
る」 

 

Vision 2020における9つの戦略軸とその達成に必要な検討事項は以下のとおり。 

① グッドガバナンス  

② 持続的な経済的成長及び発展 

③ 活発な文化  

④ 経済インフラ  

⑤ 社会開発 

                                            
18 The Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and Dashboards Report 2017 
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⑥ 科学技術主導の開発 

⑦ 所得や富の公平で公正な分配  

⑧ 食の安全と栄養 

⑨ 持続的な自然資源・環境管理  

 
  

２－２ 第 3 次国家開発成長計画（2017－2022）の概要 

マラウイ第 3 次国家開発成長計画は、2017 年から 2022 年までを対象とした中期

国家開発計画である。SDGs の目標達成を見据えつつ、マラウイの長期国家開発計

画（Vision2020）で掲げる中所得国入り、それを達成するために MGDSI と MGDSII

が掲げていた「持続的な経済成長とインフラ開発を通じた貧困削減と富の創出」を

達成するため、MGDSIII では「競争力・生産性・強靱性のある国家の構築」を目標

として掲げている。SDGs のうち、MGDSIII では 5 つの各優先分野（以下に記載）

の開発計画が策定されており、それぞれの分野で 2022年までの達成目標が定められ

ている。 

国家開発計画等を監督する機関である国家計画委員会（National Planning 

Commission）が 2017 年 1 月に設立された。行動要綱では、同委員会の役割として、

以下の点を掲げている。 

（１） マラウイの社会経済開発優先事項を特定し、国の資源潜在力と比較優位性を

考慮した社会経済目標のための国家のビジョンと戦略を策定する 

（２） 長期的な国家のビジョンと戦略の実施と中期的な開発計画を監督する 

（３） 国家のビジョンと戦略に沿った革新的で進歩的な主要プロジェクトと実施プ

ログラムを策定する 

（４） 当委員会がこの行動要綱の目的達成に関連する事項を認識し、調査を実施す

る 

（５） この行動要綱に基づき経済の全分野において関連する個人・機関と連動する 

（６） 計画、プログラム、プロジェクトの実施に関する進展について、大統領と国

会を毎年評価する 

（７） 本行動要綱の目的を達成するために適切と考えられる、国家計画に関係する

他の職務を実行する 

 
 

表 2-1 MGDSIII の 5 つの各優先分野 

SDGs19 MGDSIII の優先分

野 

目標 

目 標 1、2、3、

5、6、7、11、

13、14、15 

農業・水・気候変

動 

気候変動に適応し、生態系から得られる便益20を有

効に利用できるようにする持続的な農業への変革

と水資源開発 

目標 4、5、8、9  教育・技能開発 万人の教育と技術の質の向上 

目 標 1、2、3、

5、7、8、9 

エネルギー・ 

産業開発・観光 

産業及び社会経済開発のための十分で持続的なエ

ネルギーの供給 

                                            
19 骨子策定時の案と比較すると、本文策定時においては公表済の SDGIII では対象の SDGs も修正されている。 
20 「（健全な）生態系から得られる便益」であり、たとえば気候の制御・調整や災害の影響低減、水・食料の供

給、多様性の維持などが含まれる。 
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目 標 1、2、4、

5、7、8、9 

運輸・通信インフ

ラ 

安全、安価、信頼があり、公平で持続的な運輸・

通信インフラの開発 

目標 5、6、8 保健・人口 持続可能な社会経済開発のための質の高い保健サ

ービスと人口増加への対応 

 

２－３ 第 2 次国家開発成長計画（2011－2016）の評価 

MGDSII（2011-2016）の最終レビュー21の結果、全体としては、MDGs と関連の

ある(a) 幼児死亡率 (b) HIV/AIDS の根絶 (c) 環境持続性 (d) 開発に対するグロー

バルパートナーシップの構築の達成、そのほか、安全な飲料水の確保、ジェンダー

平等、公的セクターの改革（公的財政管理や、公的財政管理統合情報システム、組

織別パフォーマンス合意、分権化政策の実施、試験的に導入されたプログラム別予

算、SWAp）について評価された一方、貧困削減についてはさらなる対応が求めら

れた。貧困削減への対応が不十分であるとされた理由としては、年代や性別毎のニ

ーズや優先順位についての分析がなく、対応する対象の選択と政府の持つリソース

の集中が絞り切れていない点が指摘された。 

  

第３章マラウイ国の主要開発課題、セクターの分析  

３－１ 農業 

（１）現状・課題 

基幹産業である農業は、実質 GDP のうち約 28%を占め、輸出品目はタバコ・砂

糖・ナッツ類・豆類・茶で輸出総額の約 80%を占める。また、農業は総労働人口の

約 80%、15～64歳の労働力の約 64.1%を雇用しており、経済成長の原動力である。

一方、人口増加に伴い一人あたりの耕地面積は減少傾向にあるため、単位面積当た

りの収益向上、農民組織の効率的運営の重要性が高まっている。 

農業生産基盤は、天水農業に依存しており、灌漑の未開発、小農の市場アクセス

の少なさ、作物品種が多様性に欠けること、生産から備蓄・販売を含むバリューチ

ェーン未整備等あらゆる面で課題があり、気候変動等の影響を受けやすく、脆弱。

2015～2016 年に発生した洪水と旱魃により、全人口の 40%（約 670 万人）が食糧

危機に陥るといった人道的危機が引き起こされた（IMF、2017 年）。 

小農は、消費作物としてメイズ、豆、米、キャッサバ、ピーナッツ等の作物を栽

培している。主食であるメイズの生産面積は、小農の全生産面積の約 54%を占めて

おり、単一作物への依存度が高いため、農産物の多様化による農業管理リスク削減

が必要。 

主な輸出品目であるタバコは世界的な健康志向の高まりから今後の大きな消費増

は望めず、外貨収入の伸びを期待できない。そのため、輸出産品の多様化や高付加

価値商品の開発がマラウイ政府の課題として認識されている。しかし、収益性の高

い農産物への多様化や、市場ニーズに合わせた作物栽培は十分に進められておらず、

普及技術の向上、生産者組織及び個人の基礎能力強化、市場アクセスの改善、付加

価値向上、ビジネスマインドの醸成が課題である。 

農業生産において適切な水資源管理は重要であるが、灌漑開発可能面積とされる

農地 407,862ha のうち、灌漑開発済みの農地は 104,634ha にとどまる。 

                                            
21 Government of Malawi Ministry of Finance, Economic Plannning and Development, “Malawi Growth 
Development Strategy (MGDS) II Review and Country Situation Analysis Report”, 26 November, 2015 
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農業生産を担う農民組織は、投入財の共同購入や品質の等級づけ、貯蔵倉庫の建

設・管理、マーケティング等を目的として組織され、政府未登録の組織も多数存在

しているため、政府の支援が行き届かず、組織の持続性と組織力が課題となってい

る。 

農業バリューチェーンを支える国内物流の約 70％は道路輸送であるが、道路舗装

率は低いため、村落部では市場への物理的アクセスが悪い。さらに、生産地に買い

付けにくる仲買人に生産物を売ることが一般的であり、農民は価格交渉力を持つこ

とが難しいため、農民の収入向上における課題となっている。 

 

（２）政策・計画 

主要な政策・戦略はマラウイ成長開発戦略（MGDS）や包括的アフリカ農業プロ

グラム（CAADP）に沿って策定されている。2016 年に国家農業政策（NAP）が策

定され、持続可能な商業的農業への変革を目標とし、「持続可能な農業生産性・生産

量」、「持続可能な灌漑開発」、「農業の機械化」、「農業市場開発・加工・付加価値」、

「食糧・栄養安全保障」、「農業危機管理」、「若年・女性・弱者のエンパワメント」、

「制度開発、調整・能力強化」の 8 つの優先エリアを定めている。また、2018 年 6

月に国家農業投資計画を策定（予定）し、NAP を達成すべく、広範かつ一貫した公

共投資事業を実施する上での調整と優先計画、重要政策実施の枠組みとして機能し

ている。NAP の 8 優先エリアに対応する「政策・制度・調整」、「強靭な生計・生産

システム」、「生産量・生産性」、「市場・付加価値・トレード・財政」、の 4 プログラ

ムと 16 の介入領域を設定し効率的な開発に注力する。各プログラム及び介入領域に

対する予算計画は策定されているものの、国家の財政は逼迫しており、計画予算の

大部分をドナーに依存している投資計画ともいえる。本省内の人材不足も課題であ

る。 

2005 年から開始された農業投入財補助金制度（FISP：Farm Input Subsidy 

Program）は、農民の種子及び化学肥料へのアクセスを改善し、国内の食糧安全保

障の安定と小規模農家の生計向上に貢献している。一方で、配布される種子はメイ

ズが大部分を占め、必ずしも国家農業政策における農産物の多様化という目的に沿

っていない。また、補助金に対する政府予算は農業・灌漑・水開発省の年間予算の

30%以上を占めており、財政難である状況を鑑みると効率的な支出とはいえない。

そのため、ドナーは中長期的な農業分野の開発を考慮し、より効率的な制度運営や

適切な受益者選定、支出に対する透明性を追求すべく、制度の見直しを政府と共に

検討している。短期的な解決法ではなく、中長期での農産物の生産量向上に係るビ

ジョン及びロードマップ作成が急務となっており、ガバナンス強化、予算確保、人

材増員及び能力強化が、活動の実施実現において必要である。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

農業分野のドナー会議（Donor Committee for Agriculture and Food Security: 

DCAFS）は月一回開催されており、援助協調の促進や情報交換を行っている。

USAID、EU、世銀がドナーの代表として政府との対話を行う他、AfDB、IFAD、

DfID、ノルウェー、Irish Aid、GIZ が主要ドナーであり、2016/17は約 200 百万 USD

の協力が行われた。NAP に沿った支出先における支出額の順位としては、①持続可

能な農業生産性と生産量、②農業市場開発・加工・付加価値向上、③食糧・栄養保

障、④持続的な灌漑開発、⑤制度開発、調整・能力強化、⑥農業危機管理、⑦若

者・女性・弱者のエンパワメント、⑧農業の機械化となっている。 
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３－２ 産業開発 

（１）現状・課題 

最大の産業は、既述のとおり GDP の約 30%を占める農林水産業であり、卸売・

小売業で約 16%、製造業が約 9.6%と続く。農業分野については商品輸出の約 80%

を占め、労働人口の約 80%が農業に従事している。また、GDP に占める輸出の割合

は約 30%であり、貿易品目の多くは農業産品（特にタバコ、砂糖）となっている。

製造業については飲料（約 29%）、タバコや食品等の農産加工品（23%）、食用品を

中心とした包装品の割合が高い。国家輸出戦略の輸出クラスターにおいては、製造

業（飲料、農産加工品、プラスチック加工とパッケージ、組み立て）のうち、特に

パッケージについて、農産加工品の高付加価値化や雇用促進の観点から優先的に取

り上げられている。鉱業については 2007 年から 2011 年にかけて著しい成長率を記

録したが、ウランの価格下落や不安定な電力供給等により、低迷している。 

マラウイには約 98 万の中小零細企業が存在しており、100 万人以上を雇用してい

るが、約 80%が従業員 1～4 名の零細企業、約 18%が従業員 5～20 名の小企業であ

り、従業員 21～100 名の中企業は約 2％にとどまっている。分野別にみると小売業

が 87%となっており、多くが地方で活動している。零細企業、組合等は産業セクタ

ー全体の底上げのためのアクターとして重要だが、製品の品質向上、認証取得、市

場アクセスの他に、商業銀行の融資対象外であるという金融アクセス面での課題を

抱えている（中小企業においても融資の際に法人所有資産を担保としなければなら

ない、商品取引の注文を担保にするケースがある等、金融アクセスの改善は中小零

細企業振興において重要な課題となっている）。このような状況で、地方では商業銀

行や MFI からの融資スキームとは異なる、コミュニティ内での定期積立型の貯蓄・

貸付スキームとして、ビレッジバンクの試みが実施されている。 

 

（２）政策・計画 

2012 年に立ち上げられた国家輸出戦略をベースとし、各セクターの計画、実施、

モニタリングの枠組みとして産業・貿易・民間セクター開発分野のセクターワイド

アプローチプログラム（The Trade, Industry and Private Sector Development Sector-

wide Approach Programme: TIPSWAp）が設立された。TIPSWAp では有望輸出クラ

スターとして①油糧種子製品、②サトウキビ製品、③製造業、と分野横断イシュー

として④市場へのアクセス、⑤金融・ビジネス開発サービス・インプット及び情報

へのアクセス、⑥技術、労働へのアクセスのテクニカルワーキンググループが設定

されており、各 TWG には民間セクター側から共同議長（例えば Carlsberg、

NASFUM等）が選出されている。また、NESにおいてはマラウイ投資貿易センター

（Malawi Investment and Trade Centre: MITC）、マラウイ標準局（Malawi Bureau of 

Standard: MBS）、中小企業開発機関（Small and Medium Enterprise Development 

Institute: SMED）の 3 機関の機能強化を最優先課題としている。 

国家産業政策は 2016 年 4 月に公表され、①生産性向上、②ビジネス環境整備、③

ビジネスサービスへのアクセス改善、④インフラ整備、⑤製造業への MSMEs の参

画促進等が挙げられている。 

（３）他ドナーによる協力状況 

政策レベルの支援について、USAID、DfID、AfDB、EU、世銀は TIPSWAp に基づ

く各 TWG に対し支援を実施し、UNDP は TIPSWAp 事務局の機能強化を支援してい

る。政府機関の能力強化については、DfID が SMEDI の戦略ペーパー形成支援、マ
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ラウイ標準局に対しては EU、MRA に対しては GIZ が支援を継続している。分野別

に支援動向をみると、農業バリューチェーンにおいては USAID がマメ類のバリュー

チェーン・生産性向上支援、世銀はシレバレーにおける商業的農業推進に関する支

援を進めている。観光業については GIZ が支援を展開している。また、ビレッジバ

ンクの推進については CARE が支援を継続している。 

 

３－３ 経済インフラ 

３－３－１ 運輸交通 

（１）現状・課題 

輸送手段は道路、鉄道、航空、水運から構成されており、国内物流の 70%、国際

物流の 90%は道路輸送に依存している。幹線道路・第 2 級道路の約 20%が未舗装で

ある。一方で交通量は 5 年間で約 45%増加している。道路の維持管理予算は恒常的

に不足しているが、予算は増加傾向にある。鉄道は中南部にある既存の鉄道線路

797 ㎞に加えて、2016 年に運行を開始したナカラ鉄道が存在する。既設の線路は老

朽化し、一部洪水で流されて使用されていない区間もある。ナカラ鉄道の敷設後、

鉄道の利用が見直され、既存線路の改修計画が進められている。更に、ザンビア側

でもタザラ鉄道まで続く線路新設計画も進んでいることから、将来的に鉄道輸送の

役割が高くなることが期待されている。 

内陸国であるマラウイからの輸出入経路は物流量の多い国際回廊順に、ベイラ回

廊（41%）、南北回廊（33%）、ナカラ回廊（18%）、ダルエルサラーム回廊（8%）

が利用されている。内陸国であることから輸送コストが高い現状を打開するため、

マラウイ政府は複数の回廊確保とアクセス向上を重視しており、特にベイラ港、ナ

カラ港へのアクセス改善に期待を寄せている。さらに航空輸送については設備や機

材の老朽化は著しく、安全に係る国際基準には達していない状況であるが、主に我

が国の支援により首都空港の信頼性は向上してきている。 

 

（２）政策・計画 

MGDS III において 5 つの重点分野の内の 1 つに「運輸交通 ICT インフラ」が掲げ

られており、「安全で、利用可能な、信頼できる、公平で、持続的な交通と ICT のイ

ンフラ開発」が目標とされている。2015 年に策定された国家運輸政策では①交通イ

ンフラ、②交通サービスの提供、③モーターを使わない輸送手段、④国際回廊、⑤

民間セクターの参加、⑥ガバナンスの向上、⑦行政組織強化、⑧横断的課題の 8 つ

の優先分野が定められている。2037 年までを対象とした「国家交通マスタープラン」

が 2017 年に策定され、道路輸送に加え鉄道及び水運の活用も計画している。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

運輸交通セクターのリードドナーであった EU は 2017 年で支援を終了し、その後

は AfDB、世銀、JICA に加えて中国が主要ドナーとなっている。AfDB はナカラ回廊、

世銀は南北回廊及び地域統合に重点を置いた協力を実施している。 

 
 

３－３－２ 電力 

（１）現状・課題 

電化率は 12%（地方部はわずか 5%）であり、サブサハラ平均の 35%を大きく下

回る。現在の国内の総発電設備容量は 361MW（99%が水力発電に依存し、主要発電
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所はシレ川流域に集中）。2016 年の干ばつによるマラウイ湖の水位低下を主な原因

として、2016 年の干ばつによりマラウイ湖の水位が大幅に低下したため、2016～

2017 年の乾季には、発電設備稼働率が落ち込み、大規模な停電が発生し、市民生活

や企業活動に影響が及んだ。国内の水力依存の脆弱性と深刻な電力不足に対する緊

急措置として、2018 年 1 月にマラウイ電力公社（ESCOM）がディーゼル発電機を

導入し、78MW が追加接続された。 

送電網は総延長 815km の鉄塔回線、送電電圧は 132kV と 33kV であり、現時点で

南部アフリカパワープールに系統接続されていない。2017 年に策定されたマラウイ

総合電源計画によると、電力需要は 2020 年までに 719MW、2030 年までに

1,873MW に達すると予想されている。需給の逼迫が見込まれる中、電力供給の拡充

と共に、老朽化している設備の更新による損失低減は必須である。 

マラウイ政府としても電力の安定供給を優先的に取り組んでおり、電源の多様化

（水力、石炭火力、太陽光、風力、地熱等）、送配電網の強化、隣国との系統連系、

地方電化、民間投資の誘致促進を推進。IPP 参入促進に重点を置き、MCC の支援で

組織改編が行われ、発電部門（EGENCO）と送配電部門（ESCOM）が 2017年 1月

に分社化された。電力自由化の突破口となることが期待されている。 

 

（２）政策・計画 

MGDSIII では、「信頼できる持続的な電力へのアクセス向上」、「安価な代替電源へ

のアクセス向上」、「未電化コミュニティの再生エネルギー利用の強化」を目標に掲

げている。2017 年から 2037 年を対象とした電源開発計画（Malawi Integrated 

Resource Plan）では、2030 年までに電力需要が 1873MW になるという予測に対し

て、2030 年までに発電設備容量を約 1200MW 追加（合計約 1550MW）するとして

いる。2003 年策定された国家電力政策は改訂版を策定中。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

電力セクターの開発はドナーの支援に依存しており、世銀及びAfDBは大規模水力

発電所建設の F/Sを実施し、MCCと世銀は 400kVの国際系統連系及び国内基幹送電

線敷設を目指して変電所の新設、更新に注力している。 

運輸交通セクターと同様に電力セクターにおけるドナーは限定的であり、主なド

ナーは MCC、世銀、AfDB、中国、JICA であるが、MCC は 2018 年で支援の終了を

予定している。ただし、国際連系においては、世銀、AfDB に加えて EU、KfW（ド

イツ政府）が、再生エネルギー・オフグリッドにおいては、世銀に加えて UNDP、

UNICEF、国際 NGO も協力している。 

 

３－４ 自然資源管理 

（１）現状・課題 

森林は所有形態によって国有林（National Forest）、共有林（Customary Forest、

実質的な権限は伝統的首長（Traditional Authority:TA）が有する）、私有林（Private 

Forest）に分類される。保護区には、森林局が管轄する森林保護区（全国 88 か所）

以外には、野生生物・国立公園局が管轄する国立公園（全国 5 か所）、野生生物保護

区（全国 4 か所）が存在する。 

2015 年の FAO の統計では森林面積は 3.3 百万 ha であり、地表面積に占める割合

は 33.4%とされている（1993 年に実施された森林資源調査からのトレンド推計）。

森林面積は減少傾向にあり、①人口増加に伴う農地開発、②世帯用のエネルギー源
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としての薪炭利用、③産業活動のための木材伐採、④森林火災が主要な原因とされ

ている。特に②の薪炭利用については、都市及び農村の電化率が低く、都市部の薪

炭利用率が高いため、違法な炭生産が横行している。そのため、代替エネルギーの

普及、薪炭生産林の整備、水源地域の保護等の対策が急務となっている。上記課題

に対し、森林局はエネルギー局と共同で国家薪炭政策を 2017 年 7月に立ち上げた。  

人口増加に伴う森林減少は流域管理・災害管理においても課題となっており、

2015 年 1 月にシレ川流域を中心に洪水が発生し、死者 106 名、約 145,000 人が避

難、64,000ha が冠水するといった被害が記録された。また、2016 年には南部州を

中心に干ばつを経験しており、農業生産に壊滅的な被害が発生した。災害からの復

旧コストは経済成長の足かせであり、気候変動への脆弱性は国家レベルの課題とな

っている。 

 

（２）政策・計画 

国家林業政策が 2016 年 6 月に改訂されており、①住民参加型森林管理、②天然

林・森林保護区管理、③人工林・エステート管理を含む 10 の優先分野を示している。 

薪炭への依存が深刻であり、人口増加に伴い違法伐採による炭生産・消費が進む

ことが懸念されている。このため、森林局とエネルギー局が合同で「国家薪炭戦略」

を 2017 年 7 月に策定した。 

国家気候変動管理政策は 2016 年 6 月に改定され、①適応、②緩和、③能力強化・

教育・普及啓発、④研究・技術開発、⑤気候資金の動員、⑥横断的イシュー

（HIV/AIDS 等）に焦点を当てており、これに基づく基金の設立等を進めている。 

「国家レジリエンス戦略」は 2016年以降に副大統領が主導して作業を進めてきた

が、2018 年 5 月現在も制定されていない。同戦略（案）では、①食料安全保障、栄

養改善、輸出促進のための灌漑開発の促進、②流域の保護と管理、③洪水と干ばつ

による影響の低減、④効果的な早期警報システムの促進、⑤社会的支援プログラム

の適切な調整の 5 本柱の対策を進めていくこととしており、このうち「②流域の保

護と管理」は森林局が主担当として実施される予定。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

森林資源管理では、REDD+（途上国における森林減少・森林劣化に由来する排出

の抑制、並びに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増強）に関して、

USAID 及び UNREDD が政策面の支援を実施中である。なお、マラウイでは Kulera 

REDD+ Landscape Project が USAID の支援で実施されており、マイクロソフト等か

らカーボン・クレジットを獲得する等の成果を上げている。国家森林モニタリング

システムを含む国家戦略については 2018年を目途に策定される予定となっている。

EU はこれまでに森林保護区及びバッファー地域における参加型森林管理の推進を支

援してきたが現在は実施しておらず、森林局が GEF の資金を動員して継続しようと

している。  

流域管理の主要ドナーは世界銀行であり、「シレ川盆地マネジメントプログラム」

（支援総額 125 百万 USD）を支援している。フェーズ 1（計画及びカムズ堰の改修）

が 2018 年まで継続されており、現在、フェーズ 2 に係る準備をマラウイ政府が進め

ている状況。 

気候変動対策については様々なドナーが支援を実施中または形成中である。

UNDP は Green Climate Fund（GCF）の資金贈与（12.3 百万 USD）を活用した早

期警戒システムの改修プログラムを支援中。このほか、WFP [Global Framework on 
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Climate Services (GFCS) for climate change adaptation（0.769 百万 USD）], 

Purchase for Progress (P4P) to promote resilience building 3.346 百万 USD）、DfID

（Enhancing Community Resilience、43 百万 USD）等が支援を展開している。 

 

３－５ 水資源 

（１）現状・課題 

国全体の水資源賦存量は 233 億 m3/年であり、国民一人当たりの水資源量は

1,460m3/人/年。しかし水資源賦存量の 5%程度しか開発（使用）されておらず、水

資源の開発及び有効活用は同国開発の重要な課題である。水資源の分野別の開発量

は灌漑用水が最も多く、全体の 75%を占め、次いで生活用水と産業用水が 21%を占

める。水力発電、灌漑、都市給水など、経済成長にとっても水資源管理・開発は重

要な課題である。高い人口増加率を踏まえると 2035 年には水需要は現在の約 2.5 倍

になるとされ、継続的な水資源管理・開発が必要とされている。 

安全な水へのアクセス率は、マラウイ政府発表値で村落部 89%（2015 年）、都市

部 99%（2015 年）とされている。1990 年に村落部の安全な水へのアクセス率が僅

か 36%だったことを考慮すると村落部のアクセス率は大きく改善された。他方、

SDGsのモニタリングを行っているWHO/UNICEFのジョイント・モニタリング・リ

ポートによると、都市部でもサービスに関して、基礎的サービス（往復 30 分以内で

飲料可能な水が入手可能）以上 87%、限定的（往復 30分以上で飲料可能な水が入手

可能）9%、未改善 4%と給水の質に課題を抱えていることが分かる。また、村落部

においては、基礎的サービス以上 67%、限定的 20%、未改善 10%、利用不可 3%と

されており、給水の質に着目するとマラウイ政府の発表では見えない課題が明らか

となる。住民による井戸の維持管理を強化するため、2011 年～2015 年まで JICA は

技術協力プロジェクト「地方給水運営維持管理プロジェクト」を実施。同プロジェ

クトで開発した住民主体の維持管理フレームワークを農業・灌漑・水開発省や他ド

ナー（AfDB、UNICEF、NGO 等）が活用して全国へ普及している。しかし各県水開

発事務所の慢性的な予算不足により県の普及員による各村落への指導・モニタリン

グが思うように実施されないなどマラウイ政府主導での普及面で課題が残っている。 

タウン（地方中小都市）やマーケットセンター（小規模人口密集地）22における

管路給水については、人口増加と将来の水需要が現在の揚水可能量の 2 倍程度に達

するとされ、既存の給水施設のリハビリと拡張が必要とされている。タウンとマー

ケットセンターの給水は地域水公社によって担われており、主要ドナーは AfDB、

EIB、JICA となっている。AfDB は北部カスング県、EIB は北部ムズズ県周辺におけ

るタウン給水を支援している。JICA も 2015 年に無償資金協力「中西部地方給水計

画（2015 年完工）」においてカスング県とムチンジ県の 2 箇所のマーケットセンタ

ーに管路給水施設を建設した。 

マラウイではリロングウェ、ブランタイヤ、ムズズ、ゾンバの 4 大都市の給水が

都市給水に分類される。都市部における人口増加率は全国平均を上回る 4%であり、

人口増加に伴い水需要が増加しているものの、水源林の減少と劣化、土砂堆積によ

るダム等の水源容量の低下、水需要に追い付かない水源開発や送配水網の整備、老

朽化した給水施設や無収水対策の遅れなど課題は多く、2016 年の渇水時には、首都

リロングウェにおいて水需要量（135,000m3/日）に対して、約 4 割（給水量

                                            
22 全国水資源マスタープランに従えば、概ねタウンは給水 1 万人～5 万人、マーケットセンターは 1 万人以下と

なっている。 
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51,000m3/日）しか給水できない状況に陥り、2016 年 4 月～12 月の長期間にわたり

週に 3～4 回の計画断水が行われた。リロングウェにおいては新たな水源開発が課題

であるものの、世銀、EIB、AfDB によって計画・調査が進められていたディアンフ

ェダム開発は墓地の移転等、環境社会配慮面で実施が困難とされ、2017 年初頭に計

画が中断されている。またマラウイ湖から首都リロングウェまで距離 90km・高低差

800m を導水するサリマ－リロングウェプロジェクト（Lake Malawi Water Supply 

Project for Lilongwe City）の計画がディアンフェダムの計画中断と合わせ浮上し、新

聞報道等でも計画の不透明さが指摘されていたものの、F/S や EIA の実施等、リロ

ングウェ水道公社がドナーの支援を受けずに計画を進めている。 

 

（２）政策・計画 

2005 年 8 月に国家水政策を公布。同政策は水資源開発・管理、水質・汚染管理、

農業・発電・給水を含む利水、災害管理などの広い分野をカバーしている。農業・

灌漑・水開発省は国家水開発プロジェクト（National Water Development ProjectⅡ: 

NWDPⅡ（2007-2012））に基づき、①大都市給水・衛生、②小都市・マーケットセ

ンター、村落の管路給水と衛生、③水資源管理、④セクターマネジメント・都市給

水セクター改革、⑤村落給水・衛生の 5 つの柱に沿って開発を進めている。現在、

農業・灌漑・水開発省は NWDPⅡの後継にあたる NWDPⅢを作成している。また

JICA が 2011 年～2014 年に策定支援した国家水資源マスタープランでは 2035 年ま

での水需要量、水資源量等を踏まえた生活用水給水、灌漑用水給水、水力発電プロ

ジェクトなど、幅広い水資源開発プロジェクトを提案している。 

  

（３）他ドナーによる協力状況 

都市給水分野のドナー協力は、リロングウェでは世界銀行がリロングウェ水・衛

生プロジェクトに沿って老朽管の更新や管路網の延伸等を実施、また EIB がリロン

グウェの水源のカムズダム 1 の嵩上げを実施している。AfDB も主要ドナーであった

が、2018 年以降の協力柱の見直しを行っている。村落給水の主要ドナーは、

UNICEF（DfID、EU）、Water Aid、WESNet など多くの NGO が活動している。 

 

３－６ 教育 

（１）現状・課題 

1994 年に初等教育（8 年間）が無償化されており、2014/15 年度の初等教育の純

就学率は 102%、粗就学率は 133%（Education Statistics 2015, MoEST 2016）と就

学率は一定程度達成されている。他方、人口増加に伴う就学者数が想定を上回って

いるが、インフラ拡充も政府予算逼迫が影響し自国での対応が困難な状況で、

UNICEF、DfID をはじめ様々なドナー、NGO も学校建設に関わっているが、需要増

に追いついていない。 

有資格教員一人当たりに対する生徒数比率は 1:75、一クラスあたりの生徒数 109

人、教科書一冊あたりの生徒数は 1:5（5 年生、英語）であり、教育環境は不十分

（Education Statistics 2015, MoEST 2016）。特に教員については、政府予算逼迫の

影響で人件費が抑制され 2015年より新規教員採用の見送りが行われ、現職教員研修

も制度が形骸化しており、教員の数・質ともに悪化している。その結果、教育の質

は低く、南部アフリカ 15 か国中、読解力は 15 位、計算力は 14 位（SACMEQⅢ、

2007 年）である。また留年率は 23.9%、退学率は 3.8%（Education Statistics 2015, 

MoEST 2016）。初等教育 8 年時に実施される「初等教育卒業資格試験」（PSLCE）
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の合格率（対受験者数）は 2017 年で 75.82%（Malwi Exmination Board, 2017）だ

が、1 年次入学者数に対しての修了率は約 32%にとどまっている。 

中等教育（4 年間）は有償で、公立中等学校では学期ごとに生徒一人あたり

5,000-6,000クワチャの支出が発生する。また中等学校進学有資格者32%に対し純就

学率は 15%、粗就学率は 24.3%（Education Statistics 2015, MoEST 2016）。に留ま

る。学校数の不足のため中等教育へのアクセスに課題があり、都市部ではダブルシ

フト制を導入しアクセス拡大を図っているものの、それでも入学できない生徒は、

中等教員が放課後に実施しているオープンスクールに通わざるを得ない状況である。

また教員数が約 1 万 5 千人不足しているため、初等教員免許取得者や当該科目免許

非取得者等、低・無資格教員による授業が多く、質の問題は深い。有資格教員と生

徒数の比率は 1:47、特に理数科の有資格教員と生徒数の比率は 1:63（Education 

Statistics 2015, MoEST 2016）と教員不足が深刻である。 

高等教育は 4 国立大学、2 教員養成大学、15 私立大学、計 21 大学があるが、中等

学校卒業試験合格者数に対し受入可能人数は十分ではなく、また学費が依然高額で

あるため、就学率は 0.75%と限られたアクセス状況である。教育施設の増築による

受入人数の増加、奨学金など金銭的サポートを含めた状況改善が求められる。教授

陣の博士号取得者は全体でも 30%未満（Review report for National Education Secter 

Plan and Education Sector Implementatin plan II, MoEST  2018）であり、教育の質

にも課題が残る。また男女比は 7：3 で、男女格差の改善が必要。MDGS III では国

の経済発展を支える人材育成のため、高等教育における理数工学の強化・技術者の

育成が明示されているが、理数工学志望者数自体が少なく、初等・中等も含めた理

数科教育の強化が引き続き必要。 

教員養成は、初等教育では 2016/17 年度に全 14 の教員養成校（TTC）が存在し、

2016/17 年度には 4267 人の有資格教員を輩出（The 2016/17 Education Sector 

Performance report, MoEST 2018）、中等教育は新規開設 1 校（2 学年までが在籍）

を含む 2 教員養成大学および 2 大学の教育学部で養成しており、約 1200 名の有資格

教員を輩出しているが、教員不足の解消に十分な人数には至っていない。 

 

（２）政策・計画 

政策としては「国家教育セクター計画 2008-17」（National Education Sector Plan、

NESP）、上記計画実施期間後半の詳細な実施計画を定めた「第 2 次教育セクター実

施計画 2013-17」（Education Sector Implementation Plan II: ESIP II）がある。そのた

め、本政策を 2020年まで延期することが確認された。また次期国家教育セクター計

画策定の準備が始まっており、今後セクター分析と政策文書の執筆を担うドナー機

関が教育省とドナーグループ間の調整を経て決定される予定。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

初等教育では、インフラ改善（DfID･UNICEF）、教員養成・研修（GIZ、USAID、

UNICEF）、教科書調達（KfW）など多くのドナーが参入。USAID の技術・資金協力、

DfID の資金援助を得て実施中のリテラシー強化プロジェクト National Reading 

Program: NRP）や、世界銀行が支援する初等教育改善計画（Malawi Education 

Sector Improvement Project: MESIP）は国家プロジェクトとして取組まれている。

中等教育では現在 EU のみがインフラ改善、教員研修、奨学金、教材調達などの協

力を実施中だが、今後教育政策やインフラ改善などに UNICEF、世界銀行、DfID な

どが参入を計画している。高等教育ではアフリカ開発銀行が ICT、奨学金などの協
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力を展開しているほか、インフラ改善に USAID、世界銀行などが取組んでいる。ま

た分野横断事項として特別支援教育（UNICEF、世界銀行）、女子教育改善（DfID、

ノルウェー、USAID）、財政支援（ノルウェー、ドイツ、世界銀行）などが展開され

ている。 

 

３－７ 保健 

（１）現状・課題 

保健指標は改善傾向にあるものの、マラリア、HIV/AIDS、結核（HIV/AIDS が原

因とされる）等の感染症が蔓延し、妊産婦死亡率、5 歳未満児死亡率、栄養不良等

はいまだ高い。マラウイ保健省は 2004 年にセクターワイドアプローチ（SWAp）を

導入し、行動計画において、効果的・効率的な投資を通じた、全国民を対象とした

幅広い必須保健パッケージ（Essential Health Package: EHP）23の提供を掲げている。

しかし、慢性的な医療従事者不足、不衛生な医療施設、機能する医療機材や医薬品

等の不足により、EHP サービスの全国展開が円滑に進まず、医療従事者の業務負荷

の増大や医療施設の混雑につながっている。マラウイ政府や開発パートナー等によ

る積極的な介入がなされており、援助総額における保健セクターへの支援は

2014/15 年度で約 42%、2015/16 年度で約 36%と最大である。特にアクセスの拡大

において一定の改善は見られているものの、農村部の医療施設は約 15,000 人に対し

1 ヶ所に過ぎない等、圧倒的に不足している。 

 

（２）政策・計画 

国家保健政策をマラウイ政府は2009年に策定。2017年にUHCを目指したHSSP2

（2017-2022）を策定し、①平等なアクセスと質の高い医療サービスの提供、②保

健による社会経済へのリスク軽減、③質の高い医療施設・機器の利用、④質の高い

医療サービス提供に向けた保健人材の育成、⑤質の高い医薬品等の利用と利用改善、

⑥質の高い保健情報システム、⑦保健システム改善に向けたリーダーシップとガバ

ナンス強化、⑧保健セクター財政強化と効率性の強化、の 8 つを戦略目標として設

定している。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

保健セクターは上述のとおりドナー支援額も最大のセクターである。キャッシ

ュ・ゲート事件以降、一般財政支援がストップしている状況であるが、保健セクタ

ーでは政府公金口座ではなく政府とドナー共同管理の口座にドナー資金をプール、

それを適切に管理する仕組みを導入し、保健セクターの財政支援を実施している。

財政支援を行っている主なドナーはノルウェー、DfID 等。 

 
 

 

３－８ ガバナンス 

（１）現状・課題 

キャッシュ・ゲート事件以降、ドナー諸国を中心として行われていた一般財政支

援が凍結。一般財政支援は 2013年当時の国家予算の約 40%（GDP比 4.5%）を占め

                                            
23 マラウイ国内の主要 11 疾患対策をパッケージ化し無償提供する。（11 疾患：①予防接種、②マラリア、③母

子保健、④結核、⑤急性呼吸器感染症、⑥下痢症(コレラを含む）、⑦HIV/AIDS・性感染症、⑧住血吸虫症、⑨栄

養不良、⑩目、耳、皮膚感染症、⑪一般傷病） 
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ていたため、国家財政に今なお大きな影響を残している。世界銀行による財政支援

再開に他ドナーは追随しておらず、欧米からの信頼の回復には至っていなかったも

のの、2017 年 12 月の PFM ドナー会合にて EU が財政支援再開のための検討を開始

したことを表明24。 なお、2006 年に HIPC イニシアティブと MDRI の completion 

pointに到達し、債務削減が実施された。また、マラウイ政府は 2012年 7月から IMF

の拡大クレジット・ファシリティ（ECF: Extended Credit Facility（低所得国向けの

融資））を利用し、2017 年 6 月時点で約 191 百万ドルがディスバースされている。 

 

（２）政策・計画 

マラウイ政府は 2011年に公共財政管理改革の戦略に相当する Public Financial and 

Economic Management Reform Programme （PFEM-RP: 2011 年 7 月～2014 年 6 月）

を策定、各開発パートナーは同戦略に基づいて支援を実施してきた。しかし、キャ

ッシュ・ゲート事件以降、事件解決と再発防止のためのアクションプランが作成さ

れ、マラウイ政府においても同アクションプランに掲載された業務が優先されるこ

とになり、PFWM-RP は頓挫した。キャッシュ・ゲート事件の大きな要因の一つと

された統合財政管理情報システム（IFMIS）の欠陥改善のため、新 IFMISの調達を世

界銀行の FROIP（Financial Reporting and Oversight Improvement Project）により

支援を行っていたが、マラウイ側の実施が計画から大幅に遅れたことを理由に世界

銀行は FROIP の延長を認めず、2018 年 4月に FROIP は終了。FROIP の終了により

新 IFMIS の調達が大きな課題として残されたが、マラウイ政府は新 IFMIS の調達に

係る予算（2018/19）を計上し、2019 年中にシステムの基礎を設置する予定。新

IFMIS はその他の給与システム等複数のシステムとの連動（Interface）が予定され

ており、新 IFMIS が完全な状態になるには 3 年～5 年程度かかるとされている。。現

在、PFEM-RP の後継にあたる PFM Rolling Plan（2017－2022）をマラウイ政府が

策定を行っている。PFM Rolling Plan では１）経済管理と予算策定、２）財政管理

と報告、３）公共調達、４）執行管理、５）プログラムマネジメントの 5 分野に取

り組むとしている。PFM 分野のドナー支援については同 Rolling Plan に基づいて行

われる予定で、2018 年以降の PFM 改善支援についてドナー間で協議が行われてい

る。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

世銀は、マルチドナー・トラストファンドを通じて、マラウイ政府の公共財政管

理に係る財政規律/説明責任/透明性等の向上を目的として、FROIP を実施していた

が、2018 年 4 月に終了。同プログラムの中では、中央銀行と財務省間の Bank 

Reconciliation の改善支援、新 IFMIS（Integrated Financial Management Information 

System: 統合財政管理情報システム）の調達支援、給与システム管理の改善支援、

政府のイントラネットワークである GWAN の整備等を行っていた。また現在、

PEFA（Public Expenditure and Financial Accountability）による PFM システムの診

断調査を実施している。また 2017 年 5 月に再開した財政支援（借款：80milUS$）

は Development Policy Operations（DPO）で、①公共財政管理、②農業セクター改

革の大きく 2 つの柱と複数の指標を設定し、その実施状況に合わせたディスバース

が行われている。 

                                            
24再開可否の検証のためマクロ経済、PFM 改革、MGDSIII の実施状況、透明性等の状況を 20 か月以上の期間を

経て検証される予定。 
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UNDP は DEAP （Development Effectiveness and Accountability Project）を通じ

て、新中期国家戦略である MGDSIII の策定支援、プログラム予算制度（Programme 

based Budgeting）の導入等を支援している。 

IMF は上記の ECF の実施に加えて、技術支援としてアドバイザー 25を 2018 年 4

月まで財務・経済計画開発省に派遣していた。その他、Cash Management の改善、

中央銀行と財務省間の Bank Reconciliation、IFMIS の改善等に資する活動を実施中。

なお、2018 年 5 月に 4 条協議ミッションが派遣され、新たな ECF（総額 112 百万ド

ル：3 年間）が決定された。モニタリングの対象は①マクロ経済の安定、②公共財

政管理、③成長のための構造改革とされている。 

EU は公共調達と歳入管理の強化を含めた政府予算の財政管理に係る協力を実施中

中。また EU の財政支援再開に向けたロードマップを 2018 年 2 月～3 月にマラウイ

政府と合意。ロードマップでは①マクロ経済の安定、②国家開発計画（MGDSIII）

の実施状況、③公共財政管理改革、④アカウンタビリティ（会計検査等）の 4 つの

柱となっており、それぞれ指標が設定されている。 

GIZ、Irish Aid、DfID が新 IFMIS の調達支援（Trust Fund への資金投入等）や財政

管理等の技術協力等を実施している。JICA は 2017 年 8 月まで、「公共投資計画能力

向上プロジェクト （フェーズ 1 及び 2）」を通じて、特にマラウイ政府の開発予算に

係る適切な審査・承認機能を有する Public Sector Investment Programme（PSIP）

への技術協力を行った。 

 

３－９ 栄養 

（１）現状・課題 

2015 年と 2016 年に、エルニーニョの影響による干ばつや大規模な洪水が発生し、

メイズの収穫量に影響を与え、2016 年には人口約 1700 万人のうち、約 650 万人が

食糧不足に陥った。また母子保健に関する指標は年々減少傾向にあるものの、保健

システムの脆弱さや人材不足、能力不足、また栄養問題により、5 歳児未満の死亡

率は 1000 人中 112 人と高い数字となっている。The Global Nutrition Report26が出し

たレポートによるとアフリカ平均の 5 歳児未満の栄養失調率は 32%であるが、マラ

ウイは 37%と非常に高い。また栄養失調や低体重等だけではなく、子どもの知能発

達に影響を及ぼすとされる貧血に係る指標も母子ともに高く、子どもだけでなく母

親の栄養状態も関連している。 

 

（２）政策・計画 

国家マルチセクター栄養政策（National Multi-sector Nutrition Policy (2017-2021)：

NMNP）では、栄養状態が悪い要因として、母子保健、感染症、水・衛生環境、食

糧不足、ジェンダーや貧困等、複雑に絡み合っているとされ、省庁横断でマルチセ

クトラルな取り組みを求めている。政府の実施体制として保健省内に栄養・

HIV/AIDS 局（Department of Nutrition, HIV and AIDS：DNHA）が設置されており、

栄養改善に係る政策や戦略策定とその実施、省庁間の調整や各委員会の開催等の責

任を担っている。国家栄養政策では①農業・灌漑・水開発省、②教育・科学技術省、

③保健省、④男女平等・児童・障害者・社会福祉省をキー省庁とし、また地方自

                                            
25 日本の財務省から日本信託基金の資金提供を受けて派遣。 
26 Global Nutrition Report, “Call for nominations: the Global Nutrition Report Independent Expert Group”, 22nd 
December 2017  
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治・農村開発省が現場レベルの取り組みを強化するために重要な省庁とし、それぞ

れが栄養改善も踏まえた政策、戦略等を策定し、その実施を行うこととしている。

農業・灌漑・水開発省は農業セクターにおける栄養改善に係る取り組みを強化して

いくため、DNHA と協働で農業セクター食糧・栄養戦略（Agriculture Sector Food 

and Nutrition Strategy (2017-2021)）を策定している。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

栄養分野はWFP、UNICEF、USAID、EU、GIZ、Irish Aidが主要ドナーで2016/17

は約 38百万USDの協力が行われている。また世銀が新たに若年層向けの Integrated 

Early Years プログラム（約 100 百万 USD）を現在形成中でそのうち約 60%を栄養

関連に振り分け、その他を就学前教育や児童保護の分野に振り分けるとしている。

またこれとは別に 2018 年よりマラウイは Global Finance Facility（GFF）の対象国

となる予定。世銀は他にも日本社会開発基金（JSDF）による農業－栄養プロジェク

トを形成している。 

 

３－１０ ジェンダー 

 

（１）現状・課題 

2016 年に世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数では、144 ヵ国

中、マラウイは世界 67 位（なお、日本は世界 111 位）。マラウイの分野別順位は、

「経済参画」では 12 位、「教育」では 125 位、「保健と健康」では 75 位、「政治参

画」では 94位となっている27。1987年にはマラウイは女子差別撤廃条約を批准して

おり、2000 年に追加条項について署名はしているが、批准はしていない。2005 年

には、女性の人権保護を含めたアフリカ人権憲章を批准している。OECD が発表し

たジェンダー指標によれば、貧困、公共の場や家庭内での差別的な扱い、HIV/AIDS

に対して脆弱であるといった様々な理由から、女性の地位は相対的に低いとされて

いる。父系制の部族と母系制の部族の両方が、マラウイには存在しており、父系制、

母系制の両方で、資源配分に関して家庭内での女性差別が確認されている。給与、

政治参画、中等教育以後の教育参加、識字率といった社会的・経済的指標において、

一般的には女性は男性に比べて弱い立場にある。他方で、初等教育においては小学

校の入学者数において男女間の平等を達成し、教育分野での女性の地位向上が見ら

れた。28 

 

（２）政策・計画 

国家ジェンダー政策（National Gender Policy 2012-2017）では、教育、保健、

HIV/AIDS、農業・栄養、気候変動、貧困削減におけるジェンダー主流化、政治・意

思決定への女性参加、ジェンダー暴力、について取り組むことを掲げている29。政

府の実施体制として中央省庁内にジェンダー・子ども・障害者・社会福祉省

（Ministry of Gender, children, Disability and Social Welfare）が設置されている。 

 

（３）他ドナーによる協力状況 

                                            
27 World Economic Forum, “Global Gender Gap Report 2016”, June 2018.  http://reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2016/economies/#economy=MWI 
28 OECD, “Social Institutions and Gender Index”, June 2018. http://www.genderindex.org/country/malawi 
29 Republic of Malawi “National Gender Policy” published in January 2011, 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlw149139.pdf 
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アフリカ開発銀行が「AfDB’s Strategy for 2013-2022」において、女性の法的権利

の強化、女性の経済的エンパワメント、ジェンダーに関する能力強化によるジェン

ダー平等推進を謳っている30。UN Women は、ジェンダー省を主なカウンターパー

トとし、財務・経済開発省(Ministry of Finance and Economic Development)や国家統

計局(National Statistics Office)と協力している31。二国間協力においては、ノルウェ

ーが積極的なジェンダー支援を行っているほか、USAID がリプロダクティブヘルス

の分野、DfIDが女子教育の分野で支援を行っている。NGOに関しては、代表的な支

援団体としてはプラン・インターナショナル、CARE 等が挙げられる。 

 

第４章 マラウイ国に対する協力の状況 

４－１ 日本及び JICA の協力実績・教訓 

JICA は 1971 年に協力隊派遣取極を締結し、ブランタイヤに協力隊駐在員事務所

を設置、その後 1989 年にリロングウェに JICA マラウイ事務所を設置し協力を本格

化させた。 

 

４－１－１ 無償資金協力、技術協力 

無償資金協力及び技術協力事業の金額ベースによる実績は別紙表 1-8 のとおり。

これまでの協力分野は農業、産業開発、教育、水、運輸・交通インフラ、電力イン

フラ、自然資源管理、ガバナンス、保健など別紙表 1-9 の協力実績のとおり多岐に

わたっている。開港から協力しているリロングウェのカムズ国際空港、また 2000年

代初頭から協力が行われた OVOP や SMASSE など、我が国の歴史ある協力も行わ

れている。 

 

４－１－２ 研修員受入事業 

1976年から 2017年までに総勢 2258名の短期研修員を受け入れた。またそれとは

別に資源の絆プログラムで 6名、ABEイニシアティブで 20名（第 4バッジまで）の

長期研修員を受け入れている。現在の在京マラウイ大使であるバンダ大使も 1992年

に森林管理計画の本邦研修に参加したほか、現国会議員や中央政府の次官級など、

2017 年 12 月時点で総勢 8 名の高官が JICA の本邦研修に参加している。 

 

４－１－３ 協力隊事業 

1971 年 8 月に青年海外協力隊員 7 名が派遣されて以来、派遣累計は現在 1,793 名

（派遣実績のある世界 88 か国中最も多い）。また、2002 年から派遣が開始されたシ

ニア海外ボランティアを含めた派遣累計は 1,838 名である。活動分野は、「コミュニ

ティ開発」などの農村開発、「公衆衛生」、「薬剤師」「エイズ・感染症対策」などの

医療、「小学校教育」「理科教育」などの教育等を中心とした投入実績がある。また

2017 年 3 月に横浜市水道局と自治体連携合意書を結んでおり、2019 年までの 3 年

間、ブランタイヤ水公社へ横浜市水道局職員を短期派遣することとなっている。 

 

【2018 年 6 月現在】  

                                            
30 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-
documents/AfDB_Strategy_for_2013%E2%80%932022_-
_At_the_Center_of_Africa%E2%80%99s_Transformation.pdf 
31 JICA 株式会社国際開発センター(2016)。『マラウイ国プロジェクト研究「村落給水における社会的インパクト

調査」ファイナル・レポート「JICA 水と衛星におけるジェンダー主流化の手引き」』15 頁。 
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 青年海外協力隊員 

（JOCV） 

シニア海外ボランティア

（SV） 

派遣中人数 76 名(男性：34 名 女性：42 名) 0 名 

派遣累計 1,793 名(男性：1028 名 女性：765 名） 45 名(男性：39 名 女性：6 名) 

 

４－１－４ 民間連携 

日本企業の展開は、（株）日建（山梨県）が「未電化農山村における蓄電式マイク

ロ水力-太陽光ハイブリッド発電システム導入案件化調査」（2016 年 9 月～2017 年 8

月）、味の素（株）が「革新的な栄養治療食品の事業化に向けた準備調査」（2014 年

9月～2017年 2月）、エイトワン・アフリカ（愛媛県）が「マラウイ国におけるハイ

ビスカス茶の生産、販売輸出規制、市場のための基礎調査」（2017 年 9 月～2018 年

6 月）を実施している。 

民間人材育成に向けた取り組みとして、アフリカの若者のための産業人材育成イ

ニシアティブ（ABE イニシアティブ）にて 2017 年までに 20 名を日本に派遣。 

 

４－２ 援助協調の状況 

 ODA 供与総額は、2014/15 年度において 1,049 百万 USD であり、2013/14 年度

の 931 百万 USD から 12%増となっている（2015/16 OECD DAC data）。援助には

マラウイ政府の下、予算管理される援助（オン・バジェット）とそれ以外の援助

（オフ・バジェット）がある。ドナーの援助資金がオン・バジェットとして登録さ

れる基準は、「①援助活動が政府により実施されるか否か②政府が援助資金の使用に

関して透明性をもって管理しているか否か（援助資金は政府の資金管理口座に入金

することも可能）」32である（援助資金がマラウイ政府の国庫に入金されるか否かは、

オン・トレジャリー及びオフ・トレジャリーという別の用語区分で整理される）。具

体的には、一般財政支援等がオン・バジェットに該当する。我が国の無償資金協力

や技術協力は、オフ・バジェットに該当する。 

 

４－２－１ 国別機関別実績 

2014/15 年度の各国の ODA 供与規模は、米国が 225 百万 USD 供与しており最大

で、次いで国際開発協会が 167 百万 USD、英国が 128 百万 USD となり、日本は

34.5百万USDで第9位である。また、二国間援助でみると、上位10位に入るのは、

米国、英国、ノルウェー（79.2 百万 USD）、ドイツ（37.7 百万 USD）、日本、アイ

ルランド（23.9 百万 USD）の順で、日本は二国間援助の中では第 5 位である。 

中国の支援に関しては、公式なデータはほとんどなく、新聞報道や関係者への聞

き取り調査による情報に限定される。借款案件としては、2016 年 11 月 14 日に包括

協定に署名された「国家基幹光ファイバー事業」があり、2,300 万米ドルの譲許的

融資（利率 2%、猶予期間 5 年、返済期間 15 年）を供与予定。事業費用は中国の華

為技術（Huawei Technology）社が請け負う。また、南部ネノ県カムワンバ地区に

300MW 規模の石炭火力発電所を建設予定。6 億 6,720 万米ドルを中国輸出入銀行よ

り借り入れ、マラウイ政府は締約手数料として総額 1 億 400 万米ドルを負担するこ

とになっている。同事業は特別目的会社によって運営され、中国政府が 85%、中国

葛洲グループが 15%の株式の保有をマラウイ政府は承諾したが、二国間での合意が

                                            
32 “Strengthening development cooperation coordination and the budget planning process for better results from 

development investments in Malawi” 
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最終化されず着工が大幅に遅延。また、ブランタイヤにあるチレカ国際空港建設が

2 億 8500 万米ドルで建設予定だが未着工である。無償資金協力は、ブランタイヤ県

病院及び癌センター建設（23 百万米ドル）、職業訓練養成教員校建設（5 百万米ド

ル）、コミュニティ・テクニカルカレッジ建設（7 百万米ドル）等を含む 10 案件で

合計 44.6 百万米ドルになる。その他、小規模な支援として、井戸建設、中等学校女

子寮建設、オフィス機材やドローンの寄贈、奨学金支援が行われている。 

 

図 4-1 マラウイにおける公的開発援助ランキング（2014 - 15 年平均、百万 USD） 

 
 

４－２－２ 分野別実績 

分野別の援助額としては、保健セクターが最大で 36%、その次に農業セクターで

17%、3 位に教育セクターで 13%、4 位に社会インフラで 10%、5 位に経済イン

フラで 9%と続いている。 

  

出典：OECD DAC, 2018 
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図 4-2 対マラウイ共和国セクター別二国間 ODA（2014 - 15 平均） 

保健・人口 36% 

農業 17% 

教育 13% 

社会インフラ 10% 

経済インフラ 9% 

マルチセクター 5% 

プログラム支援 3% 

人道支援 7% 

Source：OECD DAC 

 

４－３ 他ドナーの協力状況 

４－３－１マルチドナー 

（１）EU 

国家指標プログラム（NIP：2014 - 2020）が策定されており、次の 3 つの柱を中

心としてプログラムの形成・実施している。 

① ガバナンス 

持続可能な経済社会開発を通じて、経済変革を達成するための重要な役割を

担う。公共財政管理、汚職、公共サービス改革、民主的説明責任と選挙、公

正、法律と保障の規律は重要な優先領域としている。 

② 持続可能な農業 

セクターの大部分に関わる低価値低生産性から競争力のある、持続可能な民

間企業主導の経済成長や食糧栄養安全保障、気候変動や災害の脆弱性削減を

含む包括的農業への移行によってマラウイの持続可能な開発を促す。特定の

目標として、食糧栄養安全保障の向上と持続可能な農業成長と収入向上促進

を設定。 

③ 中等教育・職業訓練 

中等教育と職業教育研修への公平なアクセス向上及び教育施設支援と教師や

講師の能力向上による教育分野の質と関連性の支援を行う。 

 

（２）世界銀行 

国家支援戦略（CAS：2013 - 2016）が策定されているが（現在 2017 年まで延

長）、現在 Country Partnership Framework（CPF）を策定中であり、成長と強靭性、

人間開発、実施制度に注力し、国家成長開発戦略（2017－2022）を支援する内容と

なる予定。現在は、次の 3 つの柱を中心としてプログラムの形成・実施を行ってお

り、15 のプロジェクトで合計 1,100 百万 USD をコミットしている。 
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① 持続性・多様化・包括低な成長の促進 

② 能力向上と脆弱性の減少の強化 

③ 効果的開発強化のためのガバナンスの主流化 

（３）アフリカ開発銀行 

国家戦略ペーパー（CSP：2013－2017）が策定されており（現在 2018－2023 の

期間で新たに策定中）MGDSII と Vision 2020（グッドガバナンス、持続的経済成長、

インフラ開発、食糧安全保障、科学技術、持続的環境管理）に沿っている。国家戦

略ペーパーでは、近隣諸国との連携を強化するための地域的な焦点を強調し、技術

開発と企業家育成を通じて若者の失業と順調な成長の包括的課題に取り組み、民間

部門の投資と貿易を促進するための事業環境を改善する改革をさらに支援する。課

題は、インフラ未整備、社会的包含（若者の未職能人口）、人口増加、タバコへの

極度依存と限定的多様化、ビジネス環境の脆弱性、財政機関の未開発が挙げられて

おり、以下の 2 つの柱に注力している。 

① 競争力と成長へのインフラのボトルネックに対処 

② 民間セクターの投資拡大と貿易促進への行動支援 

 

４－３－２バイドナー 

（１）USAID 

国別開発協力戦略（CDCS：2013－2019）が策定されており、当初 2013 年から

2018 年の期間で策定されていたが、2017 年 5 月に 2019 年 9 月までに改訂された。

サブサハラ・アフリカへの合衆国戦略である 4 つの柱のうち 3 つをマラウイに対し

て適用している。下記 3 つが支援の柱となっている。 

① 民主機関の強化：NGO、市民社会組織、地方分権化構築のための能力強化を

通じて、説明責任、透明性、対応力あるガバナンス強化の促進 

② 経済成長、貿易、投資の促進：農作物や家畜等の食物多様化を通じて農民の

収益性と能力強化を促進 

③ 機会創出と開発促進：健康と教育サービスの質と供給の強化 

上記開発を効率的に推し進めるため 3C アプローチ（Co-locating、Coordinating、

Collaborating）を採用している。 

 

（２）DfID 

SDGs の国際目標である極度の貧困の根絶を目指し、様々な範囲の国際開発課題

に取り組む。マラウイでは、下記 3 つを成果として定めている。 

① 危機に対する強靭性の構築：2020 年までに、600 万人の生命と生計を脅かす

飢餓と人道危機のサイクル脱却を支援し、メイズ市場の変革を含む食糧安全

保障の向上に努める 

② 女性と少女：2020 年までに、暴力や虐待に苦悩している女性、少女、障害者

を含む貧困層や社会的弱者を優先し、被害者の支援サービスを向上させる 

③ 制度と経済開発の構築：透明性、説明責任の強化、汚職への取り組みを支援

し、アグリビジネスを通じて成長と貿易、雇用と所得の向上に注力する 

 

（３）ノルウェー 

2030 アジェンダの基、SDGs のゴールと目標に対し持続可能な開発促進に努め、
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ビジネス開発を通じた教育、保健、雇用創出に対し開発の重要性を置き、優先領域

として設けている。また、人権、男女平等、気候と環境、汚職は分野横断的課題と

している。下記の 5 つを目標に設定している。 

① 2030 年までに極度の貧困の根絶 

② 2030 年までにグッドガバナンスと人権尊重の構築 

③ SDGs の権利ベースの実施への貢献 

④ 必要な支援と保護が必要な人々が受領できる支援の確保 

⑤ 持続可能な開発に対する貢献と援助からの独立支援 

 

第５章 JICA が取り組むべき開発課題  

５－１ 主要開発課題 

第 1 章では国の現状を明らかにし、第 2 章では政府の開発計画を概観した。続き

第 3 章及び第 4 章では主要開発課題・セクターの分析及び我が国の協力実績、他ド

ナーによる協力や援助協調の状況を述べた。これらを踏まえ本章ではマラウイの主

要開発課題を特定し、日本政府による方針と JICA（日本）の強みに留意しつつ、

JICA が取り組むべき開発課題を導出する。 

 

（１）脆弱な農業 

主要な輸出産品が農産品であるが、天候悪化や害虫被害といった外生的ショック

に脆弱な構造はマラウイの財政収支を押し進める要因となっている。また農業は

GDP の約 3 割、労働人口の約 8 割を占めるが、天水依存型で灌漑開発が進んでおら

ず、生産性が低いままである。2015 年、2016 年に発生した大規模な洪水と干ばつ

により、全人口の 40%（約 670 万人）が食糧危機に陥るといった人道的危機が引き

起こされた（IMF、2017 年）。 

農業は、収益性の高い農産物への多様化や、市場ニーズに合わせた作物栽培は十

分に進められておらず、普及技術や生産者組織の強化、市場アクセスの改善、付加

価値向上、ビジネスマインドの醸成が課題とされている。また農業バリューチェー

ンを支える国内物流の約 70%は道路輸送であるが、道路舗装率は低く、また国際輸

送の約 90%は国際回廊（ベイラ、南北、ナカラ）による道路輸送に依存するが、い

ずれの回廊も整備の遅れが輸送コストを押し上げ、国内産業の競争力低下を招いて

いる。こうした状況はマーケットへの物理的アクセスや情報へのアクセスの制約に

もなっており、地域農民の生活水準を低水準に留める大きな阻害要因である。 

 

（２）学びの質の改善 

人口の約半分が 18 歳未満とされており、子どもの基礎学力の向上は経済成長にお

いて重要な要素である。マラウイでは 1994 年に初等教育が無償化されたため、初

等教育へのアクセスは大幅に改善されたが、初等入学者のうち卒業まで在学する生

徒は 51%、またそのうち卒業試験合格率は 75.82%となっており子どもの学力向上

に課題を抱えている。また中等学校の純就学率は約 15%と中等学校に進学ができな

い子どもが約 85%とされている。進学率等は家庭環境や貧困、ジェンダーの課題な

ども関係しているが、男女の教育格差を是正し、教育の質を向上させていくため、

カリキュラム、教材、授業、教員の職能強化など、総合的なアプローチによる学び

の質の改善、教育の質の向上が重要な課題である。 
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（３）過度な援助依存 

2016/17 年度のマラウイ政府予算は約 1650 億円。そのうち開発予算は 460 億円

で、ドナーが 400 億円、マラウイ政府予算は僅か 60 億円となっている。キャッシ

ュ・ゲート事件により一般財政支援が凍結されたことも影響しているが、マラウイ

政府自身で開発行為を満足に行うことができていない状況は過度な援助依存を生み

出し、各省庁は費用対効果に基づいた優先計画やプロジェクトを策定できない状況

に陥っている。マラウイが過度な援助依存から脱却し、自立的に成長していくため

には、短期的にはガバナンス及び政府の信頼性の向上によりドナーからの一般財政

支援を確保していくとともに、中長期的には援助に頼らない歳入を確保する必要が

ある。 

 

（４）脆弱な基礎インフラ（電力、水、運輸・交通） 

経済の競争力強化にあたっては、発電を水力に 99%依存している電力、維持管理

費の担保が難しい運輸分野等の現在の脆弱なインフラが主要なボトルネックとなっ

ている。電化率が国全体で約 12%（2014 年）とサブサハラ・アフリカ平均 35%と

比較しても低いレベルで、家庭用熱源を薪炭に依存しており、人口増加に伴い森林

資源の違法・過剰利用の増加が課題とされている。首都圏水源地域では森林伐採が

進み、首都圏の水不足も懸念されている。また、人口増加に伴い、森林を伐採して

の農地開発も拡大しており、森林喪失による土壌流出の影響で土砂が河川へ流出。

その結果、水力発電所の貯水池に土砂が堆積し、発電能力が低下するだけでなく、

水道事業にも影響を及ぼしている。 

2016 年の干ばつにより、水量が低下したため、発電量が急減し、大規模な停電が

発生。また渇水の影響と水源開発の遅れにより、2016 年 4 月～12 月頃まで週に 3～

4 回の計画断水がリロングウェで発生。特にリロングウェとブランタイヤにおける

電力不足と水不足は投資家を遠ざけるなど経済活動に影響を及ぼしている。 

 

５－２ 日本政府による方針 

日本政府は、MGDSIII の重点分野に沿って、マラウイの国民の所得向上と開発事

業促進のための財政基盤の強化を後押しすべく、農業を原動力とする経済成長への

基盤整備と、自立的発展に向けた人材の能力開発に注力することと、併せて近年顕

在化しつつある気候変動や都市化への対応に対しても支援を行うという考えに立

ち、2018 年に国別開発協力方針を策定する予定。同国別開発協力方針では、基本方

針を「持続的・自立的な成長のための基盤づくり」とし、この基本方針の下に「農

業の産業化の促進」、「自立的な成長を担う人材の育成」、「気候変動や都市化を念頭

においた成長の基盤整備」の 3 つの重点分野を掲げている。 

 

５－３ JICA（日本）の強み 

（１）実地の課題解決型の技術協力 

JICA の協力は日本人専門家からマラウイ政府 C/P への現場経験を踏まえたハンズ

オンの技術移転であり、実地の課題解決型の技術協力はマラウイ政府からも評価が

高い。これまで多くの技術協力プロジェクトで、日本人専門家がマラウイ政府と共

同し、長い時間マラウイに寄り添い協力を行ってきた。マラウイ側と協働し、きめ

細やかな協力を行っていける日本人専門家の存在は JICA の強みであると言える。 
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（２）アフリカのコンテクストに基づいた協力と域内ネットワーク 

JICA はアフリカ域内でも展開している OVOP や SMASSE、SHEP といった類似

の協力を有し、アフリカのコンテクストに基づいた協力を行ってきている。これら

はアフリカ域内において培われた成功事例をもとにマラウイや他国でも展開され、

技術協力を通じてモデルケースの定着を行っている。またいくつかの協力において

はアフリカ域内でネットワークも有し、例えば SMASSE では SMASE-WECSA とい

うアフリカ地域内の理数科教育の振興および域内の連携促進を目的として設立され

たネットワークがあり、域内における技術交流を行っている。こうした域内ネット

ワークは、相互の技術交流に加え、マラウイにとって人的ネットワークの観点から

もメリットとなり、マラウイが自立的な発展を推進していく上でも重要である。今

後の協力においても域内ネットワークの構築を押し進め、技術・人的交流を促す協

力を行っていくことが JICA の強みを活かした協力となる。 

 

（３）過去の協力で築いたアセット 

JICA はマラウイにおける長い協力の歴史を有し、2000 名を超える研修員など、

過去の協力にて築いたアセットが存在する。また過去の協力による成果を活用し、

別のプロジェクトの活動に取り入れる工夫等も行っている（例えば森林保全活動の

ための住民による養蜂活動を、OVOP 協力で設立された組合を通じて技術支援・販

売をおこなう等）。過去の協力で築き上げたシステム、人材、施設等は JICA にとっ

ても財産であり、こうしたアセットを有効に活用することが JICA の強味でもあ

る。 

 

５－４ JICA が取り組むべき開発課題 

（１）農業の産業化 

「５－１ 主要開発課題」における「（１）脆弱な農業」に関し、JICA は「農業

の産業化」、特に①灌漑開発及び利用能力強化、②市場志向型農業（SHEP アプロー

チ）及び生産者組織強化、ビジネスマインドの醸成支援、③農業基盤インフラ整備

への協力を通じて農業の産業化を促進し経済成長に貢献する。これらの課題は農業

を主要産業とするマラウイにおいて重要な課題である。当該分野の協力に際して

は、アフリカ域内における類似協力とのネットワークの活用や OVOP 協力で有する

生産者組織強化のアセットの活用も期待できる。 

 

（２）自立的な成長を担う人材の育成 

「５－１ 主要開発課題」における「（２）学びの質の改善」及び「（３）援助依

存のメンタリティ」に関し、JICA は「自立的な成長を担う人材の育成」、特に①生

徒の能動的思考の育成、学力の底上げ、②政府中核人材の育成への協力を通じて自

立的な成長を担う人材の育成に貢献する。①生徒の能動的思考の育成、学力の底上

げについては、我が国が比較優位性を有する理数科教育の初中等教育において、日

本の知見を活かした教材開発や、教育課程や教員養成・研修等の改善を通じて子ど

もの学びの質を向上させ、生徒の能動的思考の育成、学力の底上げを図る。協力に

際しては我が国の学術機関等との連携や、SMASSE や無償で建設した教員養成校な

どの過去の協力実績の活用、男女の教育格差是正も検討する。②政府中核人材の育

成については、研修・留学事業等を活用し、我が国の学術機関とも連携しつつ、マ

ラウイの MGDSIII の実効性を高めるため、政策・計画の実施能力を高める協力を実
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施していく。 

 

（３）気候変動や都市化を念頭においた成長の基盤整備 

「５－１ 主要開発課題」における「（４）脆弱な基礎インフラ（電力、水、運

輸・交通）」に関し、JICA は「気候変動や都市化を念頭においた成長の基盤整備」、

特に①流域管理・首都圏水源林保全、②水供給改善、③都市インフラ整備への協力

を通じて気候変動や都市化を念頭においた成長の基盤整備に貢献する。これらはマ

ラウイが成長する上で経済の基盤となる重要な課題であり、顕在化する気候変動へ

の適応、人口増加への対応に資する課題である。協力に際しては我が国の自治体や

学術機関との連携、アフリカ域内のネットワーク活用、またナカラ回廊をはじめと

した国際回廊支援との連携が期待できる。 

 

第６章 JICA の協力プログラム・協力シナリオ／アプローチ 

図 6-1 JICA の協力プログラム 

基本方針（大目標）：持続的・自立的な成長のための基盤づくり 

重点分野（中目標） I)    農業の産業化の促進 

II)   自立的な成長を担う人材の育成 

III) 気候変動や都市化を念頭においた成長の基盤整備 

IV)   その他 

 

６－１ 農業の産業化の促進 

６－１－１ 農業基盤を支える産業プログラム 

我が国の持つ技術的比較優位とこれまでの協力実績、TICADⅥで設定された目

標、及び MGDSⅢ（2017－2022）の重点分野 である「気候変動に適応し、生態系

サービスを促進する持続的な農業への変革」への支援を念頭に置き、①灌漑開発及

び利用能力強化、②市場志向型農業（SHEP アプローチ）及び生産者組織強化、ビ

ジネスマインドの醸成支援、③農業基盤インフラ整備への協力を通じて農業の産業

化を促進し経済成長に貢献する。 

灌漑開発は、農業生産性向上及び農業生産の安定に寄与するため、灌漑マスター

プランに基づく灌漑開発を推進する。一方で、効率的な開発及び維持管理を進めて

いく上で、限られた人材である政府の灌漑技師や普及員のオーナーシップによる政

府直接管理施工を推進するための能力強化、農民参加型による維持管理を通じて持

続的な水資源活用を促進するための農民組合の能力強化、政府や農民組合等の関係

者の協力による効果的かつ持続的な灌漑開発及び維持管理手法を実施普及する。 

商業的農業への変革を目指すため、市場志向の小規模農家による収益性の高い農

産物の多様化や、より市場ニーズに合わせた作物栽培の推進による生計向上のため

市場開発と商業的農業に関する普及サービスの改善能力強化を進める。 

経済を牽引していく市場志向型のポテンシャルのある層にターゲットを絞り、農

業を原動力とした経済成長を可能とする基盤作りと、農業開発分野等の課題別研修

を戦略的に活用した自立的発展に向けた人材の能力開発、及び農家収入の向上を目

的とした公的普及をベースとした技術協力プロジェクト「市場志向型小規模園芸農
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業推進プロジェクト（MA-SHEP）」を実施するとともに、農業の産業化に向けた交

通・物流インフラ整備を行う。 

 

６－２ 自立的な成長を担う人材の育成 

６－２－１ 教育の学びの質向上プログラム 

これまでの中等理数科教育協力では、問題解決能力育成のため、理数科現職教員

研修や教員養成カリキュラム改訂において教師が生徒に考えさせる生徒中心教育の

導入を図っており、他教科の教員も含めてマラウイ中等教育でも周知されつつあ

る。しかしながら、教員の教科知識不足や教授法の不十分な理解があるため、関係

者間の連携を深め、現職教員研修の質を維持する努力が必要である。また生徒も基

礎計算力が十分身についておらず、特に理数科で必要とされる抽象概念操作・空間

認知などの能力向上の必要性がある。そのため、今後は初等算数教育強化プロジェ

クトを展開、現在同国が抱える算数教育を分析し、カリキュラムや教材、教授法な

ど様々な角度からの課題解決に取組むことで基礎算数能力を改善し基礎固めをはか

る。中等教育においてはこれまで SMASSE プロジェクトにより導入され国のプロ

グラムとなった INSET 研修や自主的な取り組みとして継続されているクラスター活

動やアクションリサーチなどの動向に注視しながら、ドマシやナリクレ教員養成大

学といった我が国協力のアセットの活用などを検討していく。またアフリカ域内の

協力推進、我が国の大学機関との連携を推進し、初中等教育における一貫した協力

展開を図ることで、教育現場での課題の解決とともに、教育の質を向上することで

自立的な成長に必要な人材育成を狙う。 

 

６－２－２ 政府中核人材育成プログラム 

マラウイ政府が過度な援助依存から脱却し、自立的な開発活動を行っていけるよう、

研修員受入事業や留学事業等を効果的に活用し、政府の中核的役割を果たす人材に

よる政策・計画の実施能力を高める協力を実施し、MGDSIII の実効性を高めていく

ことに貢献する。MGDSIII の実効性を高めていくためにも、同国の公務員制度、公

務員研修や留学制度をはじめとした公務員の人材育成プログラムの状況、工学系人

材の技術レベルや能力開発状況等を調査し、課題やニーズを分析、対象を特定しつ

つ効果的な協力を検討、実施していく。 

 

６－３ 気候変動や都市化を念頭においた成長の基盤整備 

６－３－１ 持続的自然資源管理プログラム 

気候変動への脆弱性、発電能力や水源涵養能力の低下に対応するため、技術協力

と研修員受入事業を中心に①シレ川の流域保全と、②首都圏水源林保全に貢献す

る。 

シレ川流域の流域保全については、技術協力プロジェクト「シレ川中流域におけ

る農民による流域保全活動推進プロジェクト（COVAMS2）」（2013-2018）で採用し

た農民主体による村落研修アプローチを活用した「COVAMS アプローチ」33を用い

て、流域保全の観点から土砂流入量の低減効果・有効性の検証、同アプローチの体

系化を行い、シレ川流域プログラムを支援している WB や他ドナー、民間企業等と

も連携しつつ、シレ川の流域保全に貢献していく。 

                                            
33シレ川中流域 4 県において技術普及を進め、2013 年から 5 年間で 324 村落、約 45,000 世帯へのアウトリーチ

を達成。他の技術協力プロジェクトと比較し、大規模なアウトリーチとなった。 
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首都圏水源林保全については、技術協力プロジェクト「ザラニヤマ森林保護区の

持続的な保全管理プロジェクト」（2016-2021）を中心に、薪炭生産林の整備、水源

林保全の資金動員、広報・環境教育等を展開し、パイロットモデルの構築・展開を

行い、持続的な森林経営の実現を目指す。 

 

６－３－２ 水資源管理と水供給改善プログラム 

農業・灌漑・水開発省と水公社による国家水資源マスタープランの実施支援とし

て、技術協力、無償資金協力、研修員受入事業、ボランティア事業等を効果的に組

み合わせて①成長基盤となる都市給水の強化と、②気候変動への適応を踏まえた効

率的な水資源の管理・利用に貢献する。 

成長基盤となる都市給水の強化については、リロングウェとブランタイヤの 2 都

市を中心に協力を展開する。リロングウェについては、無収水対策に係る技術協力

と無償資金協力を協力の軸としつつ、老朽管の更新などを支援している WB や無収

水対策の技術支援を行っている Vitens Evides International（オランダの民間会社）

等とも連携しつつ、リロングウェ水道公社の無収水対策及び経営改善に貢献する。

ブランタイヤについては、ブランタイヤ水道公社に 2014 年から派遣中の横浜市水

道局との自治体連携ボランティア（2017-2019）の無収水対策対応力強化支援活動

を軸としつつ、ブランタイヤ水道公社に対しての協力の可能性について調査等を通

じて探っていく。また都市給水の強化にあたっては、アフリカ域内の水道事業体の

ネットワーク形成・強化等に貢献し、技術・人的交流によるアフリカ域内の水道事

業体の能力強化にも貢献していく。 

気候変動への適応を踏まえた効率的な水資源の管理・利用については、JICA が

2011 年～2014 年まで策定支援した国家水資源マスタープランの実施支援として、

表流水・地下水の水資源モニタリングステーション、賦存量データ収集や情報整備

の支援を行い、効率的な水資源の管理に貢献する。また水資源情報を踏まえ、県都

がおかれる小都市での人口増加に対応するため、揚水量低下への対応、取水口のア

ップグレード等によるエネルギー効率化、深層地下水開発の可能性等、調査等を通

じて検討し、効率的な水資源の利用に貢献する。  

 

６－３－３ 都市インフラ整備プログラム 

都市部を中心とした経済インフラ整備の中でも重要となる①航空インフラ、②都

市道路の整備を行い、③都市部への安定した電力供給の実現に貢献する協力を行

う。①航空インフラ整備において、首都の国際空港施設及び航空保安施設の拡張、

改修、及び人材育成を行い、物理的なキャパシティの向上とマラウイの航空管制業

務の安全性向上を図ることで、人流・物流の円滑化、観光客誘致、及び輸出促進等

に寄与する。②都市道路の整備において、首都リロングウェ中心地の道路及び橋の

改修、拡幅を行い、首都の道路輸送能力を強化する。③都市部への安定した電力供

給においては、マラウイの三大水力発電所のひとつテザニ水力発電所に 18MW の発

電設備容量を増設することで、電力不足の改善に寄与する。電源開発に加えて、都

市部及び産業集積地へ電力供給を行う変電所の改修・拡張及び送電網の整備支援を

行い、低廉で安定した電力供給の実現に貢献する。経済インフラ分野は主要ドナー

の協力プログラムとの調整に留意する必要がある。 
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第７章 協力実施上の留意点 

７－１ 政府の限られたリソース（空席率、予算） 

マラウイ政府の各省庁・組織の空席率は非常に高く、省庁の局長・副局長レベルで

も空席が生じている場合がある。また県の普及員などが技術協力の協力成果を拡大

していく上で重要であるが、県など地方行政機関においても空席率は高く、また多

くのドナーの協力が入り込んでいるため、政府の空席率等を十分に考慮した協力の

デザイン、実施が重要である。政府予算についてはキャッシュ・ゲート事件以降、

一般財政支援が凍結し、政府予算の逼迫状況が続いている。協力に際しては政府の

経常予算・開発予算への組み込み、また協力終了後の持続性を十分に考慮した普及

手法の開発等が重要である。 

 

７－２ 持続性を考慮した中長期の視点 

協力終了後の持続性を考慮すると、政府の空席率や予算に加え、技術や情報を伝

える文化・習慣が十分でなく、組織的に系統立てて技術・情報を伝達する行動が見

られないということが課題。例えば政府機関にはイントラネットが存在しないた

め、情報・データが電子的に共有されていない。技術協力では終了後の持続性を十

分に考慮し、C/P の状況を見極めた上で技術や情報が伝達されていく仕組みも重要

である。 

 

７－３ 回廊開発における地域開発の視点 

一般的には、「回廊開発」においてはインフラ整備が着目されるが、実施中の情報

収集確認調査においては、回廊開発は地域総合開発であり、インフラ整備と同程度

に、地域の産業開発が重要だと指摘されている。また、産業開発を振興する案件に

おいては、輸出競争力の視点が必要不可欠であり、C/P・外務省・JICA における全

ての関係者間で「回廊開発は地域総合開発である」という共通認識を醸成すること

が重要である。回廊開発においては、今後マラウイにおける比較優位性については

鉄道が着目されているので、引き続き、鉄道の開発状況についてフォローが必要。 

 

７－４ パートナーシップの追求 

マラウイでは、我が国の学術機関、研究機関、自治体、NGO と連携した協力が多

く実施されている。また JICA の中小企業支援スキーム等を活用した民間企業の進

出も行われている。マラウイの持続的・自立的な成長を促していくには、こうした

我が国の開発とパートナーシップを深め、事業における連携を積極的に図っていく

ことが重要である。 

 

７－５ 安全管理上の留意点 

マラウイは紛争・内戦の経験や大規模なテロ等がなく、平和で安定した牧歌的な

国というイメージがあるが、サブサハラ・アフリカ地域の他国と比較して長く低迷

する経済状況や汚職等で国民は不満を募らせており、給与未払いによる公務員のス

トライキ、教師のストライキに伴う生徒によるデモ等が発生している。また 2017

年 9 月にはモザンビークと国境を接する南部地方で、Human Bloodsucker 騒動（モ

ザンビークから侵入した吸血鬼が出没するとの噂に基づき、疑われた人物が次々に

群衆に暴行を受け死亡する事件）が起きた。2019 年には統一選挙も予定されている

ため治安状況に留意しつつ、事業を実施していく必要がある。 
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表 1-1 マラウイ国略史 

年 略史 主な出来事 

1891 年 英保護領  

1953 年 

ローデシア・ニヤサランド連

邦の成立（現在のザンビア・

ジンバブエ・マラウイ） 

 

1963 年 
ローデシア・ニヤサランドの

解体 

 

1964 年 
ニヤサランド、マラウイとし

て英国より独立（7 月 6 日） 

 

1966 年 

カムズ・バンダ大統領（マラ

ウイ議会党）による約 30 年に

渡る一党制 

反対勢力の排除、終身大統領とする決議

（1970 年）、 大統領個人への権力集中。 

1993 年 
国民投票により一党制から複

数政党制へ移行 

1992 年に民主化運動発生、鎮圧による死

傷者発生。人権抑圧と民主化の不在を理由

に援助国会議で援助凍結決定。以上を背景

に国民投票へ。 

1994 年 

独立後初の大統領・議会選

挙：バキリ・ムルジ大統領就

任（統一民主戦線） 

民主化と市場経済導入による自由化の推

進。 

1999 年 バキリ・ムルジ大統領再任 二選目。 

2004 年 

ビング・ワ・ムタリカ大統領

就任（統一民主戦線）（2005 年

2 月 に 離 党 → 民 主 進 歩 党

（DPP）結成） 

閣僚ポスト削減などの行政改革、国際機関

での経験豊富な人材の登用、汚職追放や財

政規律を重視。このような政策にムルジ元

大統領と対立。DPP を結成。安定した経

済成長で国民の高い支持を受ける。 

2009 年 
ビング・ワ・ムタリカ大統領

再任（民主進歩党） 

2 期目以降、独裁的な政治手法や市民の権

利主張に対する否定的な言動が目立つよう

になり欧米ドナーや市民からの批判が顕著

となる。 

2012 年 

ビング・ワ・ムタリカ大統領

逝去（4 月） 

ジョイズ・バンダ新大統領
34(南部アフリカ初の女性)就任 

現地通貨の為替自由化、欧米ドナーとの関

係改善。2013 年キャッシュ・ゲート事件

発覚。 

2014 年 
ピーター・ムタリカ35大統領就

任（民主進歩党） 

ドナーの財政支援凍結後の厳しい財政運

営、大規模な洪水と干ばつによる経済の低

迷、公共改革などの推進。 

 
  

                                            
34 バンダ初代大統領と直接の血縁関係はない。 
35 ビング・ワ・ムタリカ大統領の実弟。 
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表 1-2 マラウイ中央政府の財政収支（対 GDP 比） 

※マラウイの会計年度は 7 月 1 日～6 月 30 日 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
2017/18 
（予測値） 

歳入 23.2 21.4 21.6 23.5 22.9 

  税収・税外収入 19.7 18.6 17.8 20.0 19.9 

    税収 17.3 16.3 16.0 17.6 18.3 

    税外収入 2.4 2.4 1.8 2.4 1.6 

   グラント 3.5 2.8 3.7 3.5 3.0 

歳出・純貸付額 28.9 27.1 27.6 28.2 26.9 

  経常支出 24.4 21.8 23.5 21.7 19.6 

    賃金・給与 6.2 6.9 6.4 6.2 6.3 

    利息払い 4.4 4.0 4.0 4.3 3.6 

    財・サービス 7.9 5.5 5.8 5.9 5.7 

    補助金・その他経常移転 5.6 4.9 4.9 3.8 4.0 

    未払い金調整 0.4 0.4 2.5 1.4 0.1 

    開発支出 4.5 5.3 4.0 6.4 7.2 

    国内支出 0.9 1.0 0.7 0.7 2.7 

    ドナー支出 3.6 4.4 3.3 5.8 4.4 

財政収支（グラント含む） -5.7 -5.7 -6.1 -4.8 -4.0 

総借入 6.1 5.8 6.1 4.9 4.0 

  対外借入 2.0 2.5 1.9 2.5 3.4 

 借入 2.4 2.9 2.4 3.0 4.0 

 償還 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.6 

  国内借入 4.2 3.3 1.7 0.9 0.6 

出典：IMF, IMF Country report No.17_183, June2017 
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表 1-3 マラウイ政府の 2017/2018 年度予算計画（中央省庁等への配分額） 

2017/2018 

Local Councils 179,959,249,924 

Public Debt Charges 177,318,682,137 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development 136,894,497,191 

Road Fund Administration 86,129,815,039 

Subvented Organisations 77,853,130,410 

Ministry of Education, Science and Technology 74,774,367,657 

Ministry of Health 74,299,045,972 

Pensions and Gratuities 68,601,286,002 

Local Development Fund 37,440,000,000 

Department of Human Resource Management and 
Development 34,358,059,541 

Malawi Defence Force 31,478,274,851 

Ministry of Natural Resources, Energy and Mining 30,522,854,406 

Malawi Police Service 29,203,403,216 

Malawi Revenue Authority 27,021,424,917 

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation 25,475,766,218 

Accountant General's Department 17,695,266,085 

Ministry of Lands, Housing and Urban Development 17,546,623,026 

National Local Government Finance Committee 13,845,363,039 

National Assembly 12,483,535,846 

Malawi Electoral Commission 12,252,964,079 

Ministry of Labour, Youth, Sports and Manpower 
Development 11,579,856,836 

Ministry of Home Affairs and Internal Security 11,537,166,183 

Ministry of Local Government and Rural Development 11,409,110,936 

Miscellaneous and Other Statutory Payments 10,000,000,000 

Ministry of Information and Communication Technology 9,635,379,575 

Ministry of Transport and Public Works 9,148,548,799 

Ministry of Finance, Economic Planning and Development 9,112,448,616 

The Judiciary 9,108,717,543 

Office of the Vice President 8,296,818,884 

Malawi Prisons Service 8,054,787,783 

State Residences 6,650,195,344 

Ministry of Defence 5,640,905,291 

Office of the President and Cabinet 4,922,836,641 

Ministry of Gender, Children, Disability and Social Welfare 4,599,265,055 

Ministry of Civic Education, Culture and Community 
Development 4,582,512,310 

National Statistical Office 4,199,871,935 

Ministry of Industry, Trade and Tourism 4,052,398,382 

Anti-Corruption Bureau 3,065,981,031 

National Roads Authority 3,000,000,000 

Greenbelt Authority 2,722,500,000 
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National Audit Office 2,470,542,791 

Immigration Department 2,459,636,381 

Unforseen Expenditure 1,800,000,000 

National Planning Commission 1,400,000,000 

Ministry of Justice and Constitutional Affairs 1,113,871,972 

Directorate of Public Prosecution and State Advocate 1,050,491,425 

Directorate of Public Procurement 857,156,696 

Law Commission 815,247,423 

Directorate of Public Officer’s Declarations 736,342,000 

Legal Aid Bureau 714,387,232 

Financial Intelligence Authority 685,278,556 

Office of the Ombudsman 615,866,540 

Malawi Human Rights Commission 556,066,452 

Registrar General's Department 551,550,408 

Administrator General's Department 516,097,685 

Civil Service Commission 443,698,656 

The Presidency 54,000,000 

Ministry of Sports and Culture - 

Total 1,323,313,144,915 

 

マラウイ政府の 2017/18 年度の予算計画は上記 1-3 を参照。予算規模は約 18.6 億ド

ル（1 兆 3,233 億クワチャ）で、そのうち歳入額は約 15.9 億ドル（1 兆 1,277 億ク

ワチャ）としており、差額の約 2.75 億ドル（1,955 億クワチャ）のうち約 2.36 億ド

ル（1,677 億クワチャ）を外国からの借入、約 0.39 億ドル（278 億クワチャ）を国

内の借入で賄うとしている。 

2018/19 年度以降の歳入は約 17.9 億ドル（1 兆 2,696 億クワチャ、2018/2019）、

約 20.3 億ドル（1 兆 4,398 億クワチャ、2019/2020）と増加すると予想している。

ドナー支援によるグラントは同額とし、税収増加による歳入増が予測根拠。 

2017/18 年度の予算総額のうち、経常予算が 9,663 億クワチャ、開発予算は 3,529

億クワチャ。開発予算はドナー財源（パート 136）と政府財源（パート 2）に分かれ、

それぞれ 2,181億クワチャ（61%）、1,349億クワチャ（39%）としている。2016/17

年度の開発予算のドナー・政府財源の比率が 87：13であったことを踏まえると開発

予算のうち政府財源の割合が増加している。 

2017/18 年度の支出計画において、債務返済等の予算を除き、最も多くの予算が

積まれたのは農業省に 1,368 億クワチャで全体の約 10％。道路基金（861 億クワチ

ャ（6%））、教育・科学技術省（747 億クワチャ（5%））、保健省（742 億クワチャ

（5%））と続く。同支出計画のうち県事務所へ配賦される経常予算は 1,799 億クワ

チャ。そのうち、最多額は教育で 90 億クワチャ、次いで保健が 79 億クワチャ。 

 

 
 
 

                                            
36 開発予算はドナー財源と政府財源が区別され、それぞれパート 1、パート 2 と呼ばれている。 
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表 1-4 マラウイ政府の 2017/2018 年度 県への予算配分額 

（上記表の Local Councils の内訳） 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

      （予測値） （予測値） 

農業 1,458,861,128 1,461,804,184 1,534,894,394 1,611,639,113 

教育 9,077,104,272 9,080,959,486 9,535,007,460 10,011,757,833 

保健 7,209,815,099 7,979,637,400 8,378,619,270 8,797,550,234 

一般財源 2,476,468,242 2,600,291,654 2,730,306,237 2,866,821,549 

都市インフラ 

道路 8,000,000,000 － － － 

選挙開発資金 3,474,000,000 4,439,000,000 4,439,000,000 4,439,000,000 

青年開発 141,233,003 157,500,000 165,375,000 173,643,750 

スポーツ開発 141,543,435 150,000,000 157,500,000 165,375,000 

住宅開発 141,333,548 157,500,000 165,375,000 173,643,750 

貿易 141,190,849 157,500,000 165,375,000 173,643,750 

水 141,462,775 187,500,000 196,875,000 206,718,750 

ジェンダー 376,924,567 420,000,000 441,000,000 463,050,000 

環境 141,498,486 157,500,000 165,375,000 173,643,750 

森林 141,254,001 157,500,000 165,375,000 173,643,750 

漁業 141,588,171 157,500,000 165,375,000 173,643,750 

国民番号登録 141,398,206 207,500,000 217,875,000 228,768,750 

労働 188,658,708 210,000,000 220,500,000 231,525,000 

都市インフラ 

道路改修 750,767,297 771,913,750 810,509,438 851,034,909 

入国管理 188,651,282 210,000,000 220,500,000 231,525,000 

灌漑 188,500,851 210,000,000 220,500,000 231,525,000 

その他経常予算 34,662,253,921 28,873,606,475 30,095,336,798 31,378,153,638 

給与 71,866,103,972 134,364,643,449 138,335,582,753 142,425,650,235 

経常予算合計(a) 106,528,357,893 163,238,249,924 168,430,919,551 173,803,803,873 

開発予算(b) 3,238,291,230 16,721,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

総合計(a+b) 109,766,649,123 179,959,249,924 178,430,919,551 183,803,803,873 
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表 1-5 2005 年(IHS2)と 2011 年(IHS3)における地域別ジニ係数 

 
  



8 

 

表 1-6 2005 年(IHS2)と 2011 年(IHS3)における貧困ギャップ 
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表 1-7 マラウイの MDGs 達成状況 

 

Goals and 
Targets 

Indicators 
Value  
(First 
Year) 

Value 
 

(Latest 
Year) 

Level 

Goal1: Eradicate Extreme Poverty and Hunger 

Reduce 
extreme 

poverty by half 

Proportion of population living below 
$1.25 (PPP) per day (%) 

83.2 
(1997) 

72.16 
(2010) 

very high 
poverty 

Reduce hunger 
by half 

Proportion of population below 
minimum level of dietary energy 
consumption (%) 

44.7 
(1991) 

20.7 
(2015) 

moderately 
high hunger 

Goal2: Achieve Universal Primary Education 

Universal 
primary 

schooling 

Net enrolment ratio in primary 
education (enrolees per 100 children) 

99.1 
(1999) 

97.5 
(2009) 

high 
enrolment 

Goal3: Promote Gender Equality and Empower Women 

Equal girls' 
enrolment in 

primary school 

Ratio of girls to boys in primary 
education 

0.87 
(1990) 

1.03 
(2013) 

parity 

Women's share 
of paid 

employment 

Share of women in wage employment 
in the non-agricultural sector (%) 

10.5 
(1990) 

11.3 
(1995) 

low share 

Women's equal 
representation 

in national 
parliaments 

Proportion of seats held by women in 
national parliament (single or lower 
house only - %) 

9.8 
(1990) 

16.7 
(2015) 

low 
representation 

Goal4: Reduce child mortality 

Reduce 
mortality of 
under-five-
year-old by 
two thirds 

Under-five morality rate (deaths of 
children per 1,000 births) 

245.3 
(1990) 

67.9 
(2013) 

moderate 
mortality 

Goal5: Improve maternal health 

Reduce 
maternal 

mortality by 
three quarters 

Maternal mortality ratio (maternal 
deaths per 100,000 live births) 1100.0 

(1990) 
510.0 
(2013) 

very high 
mortality 

Access to 
universal 

reproductive 
health 

Contraceptive prevalence rate 
(percentage of women aged 15-49, 
married or in union, using 
contraception) 

13.0 
(1992) 

58.6 
(2014) moderate 

access to 
reproductive 

health 
Unmet need for family planning 
(percentage of women aged 15-49, 
married or in union, with unmet need 
for family planning) 

36.5 
(1992) 

19.4 
(2014) 

Goal6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 

Halt and begin 
to reverse the 

spread of 
HIV/AIDS 

HIV incidence rate (number of new 
HIV infections per year per 100 
people aged 15-49) 

2.14 
(2001) 

0.41 
(2013) 

high incidence 
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Halt and 
reverse spread 
of tuberculosis 

Number of new cases per 100,000 
population 

335.0 
(1990) 

156.0 
(2013) 

moderate 
mortality 

 
 

Number of deaths per 100,000 
population 

40.0 
(1990) 

9.3 
(2013) 

Goal7: Ensure environmental sustainability 

Reverse loss of 
forests 

Proportion of land area covered by 
forest (%) 

41.4 
(1990) 

34.4 
(2010) 

medium forest 
cover 

Halve 
proportion 

without 
improved 

drinking water 

Proportion of population using an 
improved drinking water source (%) 

42.5 
(1990) 

90.2 
(2015) 

high coverage 

Halve 
proportion 

without 
sanitation 

Proportion of population using an 
improved sanitation facility (%) 29.3 

(1990) 
41.0 

(2015) 
very low 
coverage 

Improve the 
lives of 

slum-dwellers 

Proportion of urban population living 
in slums (%) 66.4 

(1990) 
66.7 

(2014) 

very high 
proportion of 
slum dwellers 

 

Goal8: Develop a global partnership for development 

Internet users Internet users per 100 inhabitants 0.0 
(1990) 

5.8 
(2014) 

low usage 

出典：United Nations, Millennium Development Indicators: Country and Regional Progress 

Snapshots,  August 2015 
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表1-8 無償資金協力及び技術協力事業の金額ベースによる実績 

年度 無償資金協力＊ 

（億円） 

技術協力 

（億円） 

2007年 11.41 12.89 

2008年   5.64 14.88 

2009年 15.43 17.52 

2010年 33.35 14.22 

2011年 11.96 19.61 

2012年   5.63 13.26 

2013年 37.86 19.32 

2014年   6.92 15.96 

2015年 12.53 17.38 

2016年 23.51 13.52 

  ＊ JICA実施分及びJICA実施促進分 

 

表1-9 過去の協力実績 

農業・自然資源管理セクター 実施期間 

ブワンジェバレー灌漑開発計画（無償） 1996-1998 

シレ川流域森林復旧のためのマスタープラン調査（開調） 1999-2000 

シレ川中流域における森林復旧・村落振興モデル実証調査（開調） 2002-2004 

小規模灌漑開発技術力向上計画調査（開調） 2002-2005 

小規模灌漑技術普及（専門家） 2004 

ブワンジェバレー灌漑施設復旧計画（無償） 2006-2008 

養殖開発計画促進アドバイザー（専門家） 2007-2008 

農民組織による（中規模）灌漑施設管理能力向上計画（開調） 2007-2009 

小規模灌漑開発（技プロ） 2006-2009 

灌漑政策モニタリング評価・灌漑セクター援助協調支援（専門家） 2008-2011 

シレ川中流域における村落振興・森林復旧プロジェクト(COVAMS)（技プロ） 2007-2012 

森林保全計画（環境プロ無償） 2010-2012 

中規模灌漑開発プロジェクト（技プロ） 2011-2014 

持続可能な土地管理促進プロジェクト（技プロ） 2011-2015 

森林保全管理アドバイザー（専門家） 2012-2016 

中規模灌漑開発維持管理能力強化プロジェクト（技プロ） 2015-2020 

農業政策モニタリング評価アドバイザー（個別専門家） 2013-2016 

シレ川中流域における農民による流域保全活動推進プロジェクト（COVAMS

Ⅱ）（技プロ） 

2013-2018 



12 

 

市場志向型小規模園芸農業推進プロジェクト 2017-2022 

産業開発セクター 実施期間 

JICA・金属鉱業事業団 

（現、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構）による基礎調査 

1986-1988 

住民参加型地域振興（一村一品）（長期専門家） 2000-2002 

一村一品運動のための制度構築と人材育成プロジェクト(技プロ) 2005-2010 

独立行政法人（JOGMEC） 石油天然ガス・金属鉱物資源機構によるリモート
センシングにかかる人材育成協力 

2010- 

鉱業分野能力向上プロジェクト（技プロ） 2013-2019 

一村一品グループ支援に向けた一村一品運動実施能力強化プロジェクト 

（技プロ） 

2011-2017 

運輸・交通インフラ、電力セクター 実施期間 

リロンゲ新国際空港建設事業 1978 

カムズ新国際空港建設事業（2） 1980 

リロングウェカムズ国際空港再活性化協力（再活性化協力） 1993-1995 

マンゴチ道路橋架替計画 2000-2002 

バラカ-サリマ間国道五号線橋梁架け替え計画（無償） 2005-2007 

ブランタイヤ市道路網整備計画（1/2 期）（無償） 2007-2009 

地方電化推進プロジェクト（技プロ） 2006-2009 

リロングウェ市都市計画マスタープラン調査（開調） 2009-2010 

道路セクター政策・道路基金管理アドバイザー（専門家） 2009-2010 

ブランタイヤ市道路網整備計画（2/2 期）（無償） 2007-2009 

カムズ国際空港航空航法システム改修計画（無償） 2010-2012 

太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画（無償） 2010-2012 

セナ回廊開発計画調査（開調） 2010-2012 

国道 1 号線南ルクル橋架け替え計画（無償） 2010-2012 

都市計画・開発計画にかかる人材強化プロジェクト（技プロ） 2012－2014 

ブランタイヤ市道路網整備計画（無償） 2010-2015 

航空管制人材育成プロジェクト（技プロ） 2014－2016 

電力開発計画アドバイザー（専門家） 2011-2015 

教育セクター 実施期間 
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全国スクールマッピング・マイクロプランニング・プロジェクト（NSMMP）
（開調） 

2000-2002 

ドマシ教員養成校支援計画（無償） 2004-2006 

全国地方教育支援計画策定調査（NIPDEP）（開調） 2003-2005 

中等理数科現職教員再訓練プロジェクト（SMASSE）（技プロ） 2004-2007 

県教育開発計画制度化プロジェクト（DEPIP）（技プロ） 2006-2010 

中等理数科現職教員再訓練プロジェクト（SMASSE）フェーズ 2（技プロ） 2008-2012 

中等学校改善計画（無償） 2010-2012 

第二次中等学校改善計画（無償） 2012-2014 

第三次中等学校改善計画（無償） 2014-2017 

リロングウェ中等教員養成校建設計画（無償） 2013-2017 

中等理数科教育教科プロジェクト（技プロ） 2013-2017 

ドマシ教員養成校拡張計画（無償） 2017- 

水セクター 実施期間 

地下水開発計画（北カウィンガ）（無償） 1987-1990 

ムチンジ地下水開発計画（無償） 1992-1995 

ムジンバ西地区給水計画（無償） 1997-2000 

リロングウェ・デッザ地下水開発計画（無償） 2001-2004 

リロングウェ西地区地下水開発計画（無償） 2005-2008 

地下水開発計画（ムワンザ・ネノ）（無償） 2011－2013 

水資源アドバイザー（専門家） 2008-2011 

気候変動による自然災害対処能力向上計画（環プロ無償） 2010 

地方給水運営維持管理プロジェクト（技プロ） 2011-2015 

水資源マスタープラン策定能力強化プロジェクト（開発計画調査型技術協力） 2011-2014 

中西部地方給水計画（無償） 2012-2016 

ブランタイヤ水道局能力強化に係る横浜市水道局連携ボランティア 2014-2019 

水資源アドバイザー（専門家） 2016-2019 

リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト（技プロ） 2018- 

リロングウェ市無収水削減能力強化計画（無償） 2018- 

保健セクター 実施期間 

保健アドバイザー（専門家） 2002-2010 
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予防接種体制整備計画（無償） 2001 

エイズ対策・血液検査特別機材供与（技プロ） 2001-2003 

マラリア予防計画（無償） 2003-2005 

北部 HIV/AIDS 検査相談所（VCT）整備計画プロジェクト（CEP：Community 

Empowerment Programme） 

2005-2008 

母と子供のための健康対策特別機材供与（技プロ） 2005-2009 

地方医療施設改善計画（無償） 2006-2008 

医療機材維持管理（PAM）プログラム支援プロジェクト（技プロ） 2006-2010 

医療機材維持管理（個別専門家） 2011-2013 

医療機材維持管理（国別研修） 2012 

病院運営改善に向けた 5S-KAIZEN-TQM（個別専門家）[フェーズ 1]  2011-2013 

再興感染症ウイルス及び媒介蚊の調査方法開発（科学技術研究員） 2011-2012 

子どもにやさしい地域保健プロジェクト（草の根技術協力） 2013-2016 

病院運営改善に向けた 5S-KAIZEN-TQM（個別専門家）[フェーズ 2] 2014-2016 

ガバナンスセクター 実施期間 

公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト （技プロ） 2009-2011 

公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト フェーズ 2（技プロ） 2013-2017 
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表 1-10 各ドナーの協力分野 

ドナー名 農業 産業

開発 

自然資源

管理 

経済 

インフラ 

水 教育 保健 ガ バ ナ ン

ス 

栄養 

WB ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

EU ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AfDB ○ ○  ○ ○ ○    

IFAD ○        ○ 

USAID ○   ○ ○ ○ ○  ○ 

DfID ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

GERMANY ○   ○  ○ ○ ○ ○ 

IRELAND ○      ○ ○ ○ 

NORWAY ○   ○  ○ ○ ○  

FLANDERS ○         

WFP ○  ○      ○ 

FAO ○         

UNDP  ○ ○ ○    ○  

UNICEF    ○ ○ ○   ○ 
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図 1-1 地方行政の省庁別管轄系統（例） 

 
 

図 1-2 財政歳出入および財政赤字の推移（2013/2014 - 2017/2018）

 

出典：World Bank, Malawi Economic Monitor “Land for Inclusive Development”, November 2017 

 

 

図 1-3 財政歳入配分の実績額（2008 - 2017） 

 
出典：Government of Malawi,  

Development Finance Assessment Malawi “Towards an Integrated Financing Strategy for the MGDS-III”, April 
2018. 

 
 

出典：マラウイ事務所作成 
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図 1-4 投資率および貯蓄率（対 GDP 比） 

  
出典： World Economic Outlook Database, October 2017, IMF 

 
 

図 1-5 投資率（対 GDP 比）の近隣国との比較  

 
 

出典： World Economic Outlook Database, October 2017, IMF 
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図 1-6  ビジネスをする上での問題点 

 
 
 
 
 

出典： The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum 


